
【表紙】 

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年６月29日 

【事業年度】 第44期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

【会社名】 三洋信販株式会社 

【英訳名】 SANYO SHINPAN FINANCE CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  松本 睦彦 

【本店の所在の場所】 福岡市博多区上呉服町１番８号 

【電話番号】 092－271－3448（大代表） 

（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記において行ってお

ります。） 

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 日髙 直行 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町１丁目１番３号東京宝塚ビル18階 

三洋信販株式会社 東京本社 

【電話番号】 03－5157－3411 

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 日髙 直行 

【縦覧に供する場所】 三洋信販株式会社 東京本社 

（東京都千代田区有楽町１丁目１番３号東京宝塚ビル18階） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

証券会員制法人福岡証券取引所 

（福岡市中央区天神２丁目14番２号） 



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 第41期以前の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在せず、さらに第40期（平成15年３月期）は１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 

 ２ 第44期（平成19年３月期）の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在するも

のの１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 

 ３ 第44期（平成19年３月期）より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

４ 「従業員数」欄の（ ）書は、外書で臨時従業員数（平均雇用人員数を１人１日８時間で換算し算出）を記

載しております。 

５ 営業収益には、消費税等を含んでおりません。 

  

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

営業収益 (百万円) 134,763 145,924 150,384 155,685 151,706 

経常利益又は 

経常損失（△） 
(百万円) 22,325 31,695 39,438 40,990 △36,996 

当期純利益又は 

当期純損失（△） 
(百万円) △22,145 15,065 30,004 20,001 △88,886 

純資産額 (百万円) 184,252 197,011 225,372 243,127 179,373 

総資産額 (百万円) 536,127 549,998 578,457 605,795 591,472 

１株当たり純資産額 （円） 4,885.39 5,224.09 5,960.65 6,410.85 3,992.66 

１株当たり当期純利益

又は当期純損失（△） 
（円） △586.38 399.45 795.10 528.27 △2,343.31 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
（円） ― ― 794.53 527.13 ― 

自己資本比率 （％） 34.4 35.8 39.0 40.1 25.6 

自己資本利益率 （％） △11.2 7.9 14.2 8.5 △45.1 

株価収益率 （倍） ― 14.0 9.2 13.8 ― 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 32,668 1,516 △5,268 △12,078 △17,098 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △7,549 △2,282 9,669 △3,305 △3,187 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 9,280 △6,531 △4,737 △822 34,175 

現金及び現金同等物

の期末残高 
(百万円) 69,359 62,062 61,725 45,457 59,345 

従業員数 （名） 
1,928 

(554) 

1,911 

(619) 

1,977 

(575) 

1,985 

(470) 

1,981 

(410) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 第42期（平成17年３月期）の「１株当たり配当額」72円は、創業45周年記念配当10円を含んでおります。 

２ 第41期以前の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在せず、さらに第40期（平成15年３月期）は１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 

 ３ 第44期（平成19年３月期）の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在するも

のの１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。 

  ４ 第44期（平成19年３月期）より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

５ 「従業員数」欄の（ ）書は、外書で臨時従業員数（平均雇用人員数を１人１日８時間で換算し算出）を記

載しております。 

６ 営業収益には、消費税等を含んでおりません。 

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

営業収益 (百万円) 92,753 104,846 107,281 109,265 102,134 

経常利益又は 

経常損失（△） 
(百万円) 25,879 26,791 30,073 30,116 △45,061 

当期純利益又は 

当期純損失（△） 
(百万円) △36,681 15,207 21,901 16,749 △89,964 

資本金 (百万円) 15,673 15,673 15,931 16,244 16,268 

発行済株式総数 （千株） 37,720 37,720 37,822 37,939 37,949 

純資産額 (百万円) 178,269 191,264 211,544 226,461 133,744 

総資産額 (百万円) 391,493 416,147 414,862 417,413 373,219 

１株当たり純資産額 （円） 4,726.76 5,071.71 5,594.92 5,971.40 3,525.70 

１株当たり配当額

（内１株当たり中間

配当額） 

（円） 
62.00 

(31.00) 

62.00 

(31.00) 

72.00 

(31.00) 

72.00 

(36.00) 

72.00 

(36.00) 

１株当たり当期純利益

又は当期純損失（△） 
（円） △971.28 403.23 580.37 442.37 △2,371.72 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 
（円） ― ― 579.95 441.42 ― 

自己資本比率 （％） 45.5 46.0 51.0 54.3 35.8 

自己資本利益率 （％） △18.5 8.2 10.9 7.6 △50.0 

株価収益率 （倍） ― 13.9 12.5 16.5 ― 

配当性向 （％） ― 15.4 12.4 16.3 ― 

従業員数 （名） 
1,274 

(379) 

1,342 

(363) 

1,412 

(264) 

1,406 

(215) 

1,362 

(188) 



２【沿革】 

 当社（昭和21年11月22日播州飼料株式会社として設立、昭和55年７月17日本店を大阪市東区大川町より福岡市博多

区博多駅前に移転、昭和55年12月１日合併時商号を三洋信販株式会社に変更、額面金額50円）は、三洋信販株式会社

（昭和47年５月18日有限会社三洋プロミスより組織変更、本店所在地福岡市博多区博多駅東、額面金額1,000円、以

下「旧三洋信販株式会社」という）の株式の額面金額を変更するため昭和55年12月１日を合併期日として旧三洋信販

株式会社を吸収合併し、旧三洋信販株式会社の資産・負債及び権利義務の一切を引き継ぎました。 

 従って、実質上の存続会社は被合併会社でありますので、昭和55年12月１日までの会社の沿革については実質上の

存続会社について記載しております。 

年月 概要 

昭和34年10月 小倉市（現 北九州市小倉北区）に現代表取締役会長椎木正和が三洋商事を創業。 

無担保、無保証の消費者金融を開始。 

昭和39年７月 有限会社三洋商事を設立。 

昭和46年３月 福岡市博多区博多駅東に本社移転、同時に西日本主要都市に店舗展開。 

昭和46年４月 商号を有限会社三洋プロミスに変更。 

昭和47年５月 三洋プロミス株式会社に改組し、その後、商号を三洋信販株式会社に変更。 

昭和54年12月 東洋ローンズ株式会社、大丸信販株式会社、ユーローン株式会社、三洋開発株式会社を吸収合併。 

昭和55年６月 太洋ローンズ株式会社を吸収合併。 

昭和55年９月 本社を福岡市博多区博多駅前に移転。 

昭和55年12月 額面変更のため、播州飼料株式会社と合併。 

昭和59年３月 「貸金業の規制等に関する法律」により貸金業者として登録。「登録番号福岡財務支局長(1）第

00015号」（以後３年ごとに更新）。 

昭和62年６月 アサヒファイナンス株式会社を吸収合併。 

昭和63年２月 三洋エンタープライズ株式会社（不動産賃貸業）を設立し、子会社とする。 

平成元年６月 本社社屋完成に伴い、福岡市博多区上呉服町１番８号に本社移転。 

平成５年４月 情報処理業務全般について外部への業務委託を開始。 

平成５年９月 日本証券業協会に店頭登録銘柄として登録。 

平成６年11月 銀行とのＣＤ・ＡＴＭの業務提携を開始。 

平成６年12月 東京証券取引所市場第二部、大阪証券取引所市場第二部及び福岡証券取引所に上場。 

平成７年６月 自動契約機（ポケットバンク）の稼働開始。 

平成８年９月 東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部の銘柄に指定。 

平成11年３月 三洋信販債権回収株式会社（債権管理回収業）を設立し、子会社とする。 

平成11年３月 株式会社クレオパーソナルファイナンスの全株式を取得し、子会社とする。 

平成11年９月 株式会社エージーカードの発行済株式の66％を取得し、子会社とする。 

平成12年７月 株式会社さくら銀行、株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン、日本生命保険相互会社及び株式会

社住友銀行と「さくらローンパートナー株式会社（現アットローン株式会社）」を設立。 

平成12年10月 銀行の個人向け無担保ローンに対する保証業務を開始。 

平成13年４月 マイカルカード株式会社（現ポケットカード株式会社）の発行済株式の51％を取得し、子会社とす

る。 

平成14年３月 株式会社クレオパーソナルファイナンスを吸収合併。 

平成14年10月 住友商事株式会社と「住商ポケットファイナンス株式会社」を設立。 

平成16年３月 大阪証券取引所市場第一部の上場廃止。 

平成16年11月 アットローン株式会社の保有全株式を株式会社三井住友銀行に売却。 

平成17年９月 １単元の株式数を100株から10株へ変更。 



３【事業の内容】 

当社グループは、当社及び連結子会社４社、非連結子会社２社、持分法適用関連会社１社、その他の関係会社１社

で構成されており、金融サービス事業（消費者金融事業、個人向け無担保ローン保証事業、クレジットカード事業、

債権管理回収事業）などを主な事業内容としております。 

当社グループの事業に関わる各社の位置付けは、次のとおりであります。 

 （注）１ 上記のうち、国内証券市場に上場している連結子会社は以下のとおりであります。 

      ポケットカード株式会社…東京・大阪 

    ２ その他の関係会社である朝日エンタープライズ株式会社については、「第５経理の状況、１連結財務諸表

等、(1）連結財務諸表、注記事項（関連当事者との取引）」に記載しております。 

区分 会社名 摘要 

金融サービス事業 

消費者金融事業 
当社 ― 

住商ポケットファイナンス㈱ 持分法適用関連会社 

個人向け無担保ローン保証事業 
当社 ― 

ポケットカード㈱  連結子会社 

クレジットカード事業 
ポケットカード㈱ 連結子会社 

㈱エージーカード 連結子会社 

債権管理回収事業 

（サービサー事業） 

三洋信販債権回収㈱ 連結子会社 

三洋アセットマネジメント㈲ 連結子会社 

その他の事業 

不動産賃貸業 当社 ― 

保険代理店業 三洋エンタープライズ㈱ 非連結子会社 

綜合調査業 ㈱シー・ヴィ・シー 非連結子会社 



 事業系統図は次のとおりであります。 



４【関係会社の状況】 

 （注）１ 特定子会社であります。 

２ 営業収益（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結営業収益に占める割合が10％を超えていますが、当

該連結子会社は、有価証券報告書提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。 

３ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

４ 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

５ その他の関係会社である朝日エンタープライズ株式会社は、「第５経理の状況、１連結財務諸表等、(1）連

結財務諸表、注記事項（関連当事者との取引）」に記載しているため、記載を省略しております。  

名称 住所 
資本金 

（百万円）
主要な事業
の内容 

議決権の所有（被所
有）割合 

関係内容 
所有割合 
（％） 

被所有割合 
（％） 

（連結子会社）            

ポケットカード㈱ 
（注）１，２，４ 

東京都港区 11,268 
クレジットカ
ード事業 

47.0 ― 役員の兼任 ２名 

㈱エージーカード 福岡市博多区 400 
クレジットカ
ード事業 

66.0 ― 役員の兼任 １名 

三洋信販債権回収㈱ 東京都港区 500 
債権管理回収
事業 

98.6 ― 役員の兼任 ２名 

三洋アセットマネジメン
ト㈲ （注）３ 

東京都港区 3 
債権管理回収
事業 

100.0 

(100.0)
― 役員の兼任 無 

（持分法適用関連会社） 
住商ポケットファイナン
ス㈱ 

東京都港区 1,000 
消費者金融事
業 

49.9 ― 役員の兼任 １名 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数には嘱託308名を含み、臨時従業員、出向者を含んでおりません。 

２ 「従業員数」欄の（ ）書は外書で臨時従業員数（当連結会計年度の平均雇用人数を１人１日８時間で換算

し算出）を記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数には嘱託298名を含み、臨時従業員、出向者を含んでおりません。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 「従業員数」欄の（ ）書は外書で臨時従業員数（当事業年度の平均雇用人数を１人１日８時間で換算し算

出）を記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 当社において、労働組合は結成されております。 

名称        ＵＩゼンセン同盟 三洋信販労働組合 

上部加盟団体    ＵＩゼンセン同盟 

結成年月日     平成元年９月９日 

組合員数      762名（出向者を含む。平成19年３月31日現在） 

労使関係の状況   結成以来労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。 

 なお、当社以外においては、ポケットカード株式会社において労働組合が結成されております。結成以来労使関

係は良好であります。 

  平成19年３月31日現在

事業部門の名称 従業員数（名） 

消費者金融事業 1,203 (187) 

個人向け無担保ローン保証事業 169 (10) 

クレジットカード事業 469 (213) 

債権管理回収業 140 (―) 

合計 1,981 (410) 

  平成19年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（千円） 

1,362 (188)   38歳10ヵ月    10年１ヵ月 4,650 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

① 業績全般の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益が高水準で推移するなか、公共投資が減少傾向にあるもの

の、設備投資が引き続き増加しているなど、景気は緩やかに拡大しております。また、個人を取り巻く環境も、

個人消費がやや伸び悩んでいるものの、有効求人倍率が緩やかながら上昇基調にあることや、完全失業率が低下

傾向にあるなど雇用者所得は緩やかな増加基調にあります。 

一方、当業界におきましては、平成18年12月に上限金利引下げや総量規制を織り込んだ「貸金業の規制等に関

する法律等の一部を改正する法律」（平成18年法律第115号、以下「改正貸金業規制法」という。）が成立・公

布されるなど、当社グループを取り巻く環境は一層厳しさを増しております。 

このような環境のなか、当社グループは、個人向け無担保ローン保証事業、クレジットカード事業、サービサ

ー事業などの多角化事業につきましては、順調に業績を拡大いたしました。しかしながら、消費者金融事業にお

きましては、日本公認会計士協会が公表した「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上

に関する監査上の取扱い」に基づく利息返還損失引当金の複数年計上に加え、利息返還請求の増加やこれを主因

とした貸倒償却の増加、与信の厳格化等による営業貸付金残高の減少及び営業収入の減少等が利益面で大きな負

担となりました。 

以上の結果、当期の連結業績は以下のとおりとなりました。 

  

今後につきましては、店舗のリストラクチャリングや営業店業務のセンター集約による効率化などチャネル戦

略の徹底した見直し、新規事業・新商品の開発などビジネスモデル変革による収益基盤の構築に向け、全社を挙

げて取り組んでいくとともに、常に環境変化を先取りし、絶えざる変革を実践することにより企業価値の向上に

努めてまいります。 

なお、当社におきましては、平成18年12月20日付で福岡財務支局より、貸金業の規制等に関する法律（昭和58

年法律第32号、以下「貸金業規制法」という。）第36条第１号の規定に基づき、平成19年１月15日から平成19年

１月26日までの間、全店における業務の全部（弁済の受領に関する業務及び債権保全行為に関する業務を除

く。）を停止する処分を受けました。 

今般の行政処分に関しましては、お客様をはじめ関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしたことを深くお詫

び申し上げます。 

当社といたしましては、今回の処分を経営陣以下全社員が厳粛に受けとめ、このような事態を二度と発生させ

ることのないよう社員教育の徹底、モニタリング機能の充実、監査体制の強化など、コンプライアンス意識を一

層高めるとともに、法令遵守態勢の構築を図り、全社一丸となって信頼回復に努め、コンプライアンス重視の企

業風土の醸成に取り組んでまいります。 

  

 
平成18年３月期 
（百万円） 

平成19年３月期 
（百万円） 

前期対比 

増減額（百万円） 増減率（％） 

営業収益 155,685 151,706 △3,978 △2.6 

営業費用 114,973 188,928 73,954 64.3 

営業利益又は営業損失（△） 40,711 △37,221 △77,933 ― 

経常利益又は経常損失（△） 40,990 △36,996 △77,986 ― 

当期純利益又は当期純損失（△） 20,001 △88,886 △108,888 ― 



② 各事業における概況 

ア．消費者金融事業 

  当社では、平成18年10月より、非対面チャネル（インターネット・モバイル）の強化や低金利商品の販売を

全チャネルへ拡大するなど各種施策を実施いたしましたが、改正貸金業規制法の全面施行による上限金利引下

げや総量規制の導入などを睨み、与信の厳格化を実施したことや、広告宣伝などの営業活動を自粛したこと等

により、新規獲得件数は98千件（前期比13.2％減）、営業貸付金残高は、3,904億20百万円（前期比8.4％減）

となりました。 

また、「みなし弁済」の要件を厳格に解釈する、平成18年１月の最高裁判所の判決や、一連のマスコミ報道

などにより、利息返還金は、113億14百万円（前期比414.3％増）と増加し、貸倒償却額は利息返還請求の増加

に伴う債権放棄の増加や、債権管理回収手法の見直しなどの影響により、393億38百万円（前期比34.1％増）

と増加いたしました。 

今後につきましては、目的ローンや事業者ローンなど新商品の販売による新たな収益源の開拓、上限金利引

下げや総量規制の導入を見据えた更なる与信の厳格化などによる不良債権の圧縮等に取り組んでまいります。

 以上の結果、当社グループの消費者金融事業の実績は、「第２事業の状況、２．営業実績」のとおりとなり

ました。 

イ．個人向け無担保ローン保証事業 

当社の個人向け無担保ローン保証事業では、提携先との関係をより深いものとするために、当期におきまし

ても、既存提携先金融機関各社に対する木目細かなアフターフォロー、提携先のニーズに応じた提案営業や販

促支援の強化等により、着実に保証残高を積み上げてまいりました。 

また、ポケットカード株式会社では、伊藤忠グループとの提携戦略の一環として、ファミマクレジット株式

会社との保証業務を順調に拡大しております。 

 今後は、引続き提携先に応じた提案営業や販促支援の強化、インターネット・モバイルチャネルの更なる強

化等を実施するとともに、新たなマーケットへの進出として、事業者ローンの販売やローリスク層向け商品の

販売を開始し、良質債権の積上げと収益基盤の更なる強化を図ってまいります。 

以上の結果、当社グループの個人向け無担保ローン保証事業の実績は以下のとおりとなりました。 

 ※上記表は、当社及びポケットカード株式会社を合計したものであります。 

ウ．クレジットカード事業 

ポケットカード株式会社におきましては、伊藤忠グループとの提携展開の一層の強化及びデータベースマー

ケティングを活用した営業施策の実施等、各種施策に積極的に取り組んでまいりました。当期におきまして

は、伊藤忠エネクス株式会社との提携カード「CARENEX itsumoカード」やコーナン商事株式会社との提携カー

ド「コーナンカード」の申込が引き続き好調に推移し、それぞれ30万件を突破するなど、提携先企業での会員

基盤を拡大するとともに、各種キャンペーン企画の推進やカード認知度向上による一般加盟店での取り扱い増

加、ガス・電気・携帯電話などの日常型決済等新たなカード利用機会の拡大等により、ショッピング取扱高

は、2,118億59百万円（前期比22.9％増）と大幅に増加いたしました。 

また、株式会社エージーカードにおきましては、九州にある百貨店「岩田屋」や「くまもと阪神」との連携

強化等により、ショッピング取扱高を拡大いたしました。 

 
平成18年３月期 
（百万円） 

平成19年３月期 
（百万円） 

前期対比 

増減額（百万円） 増減率（％） 

保証残高 137,702 150,493 12,790 9.3 

保証料収入 10,182 11,904 1,721 16.9 

保証提携数（社） 167 168 1 0.6 



以上の結果、当社グループのクレジットカード事業の実績は以下のとおりとなりました。 

  

 ※上記表は、ポケットカード株式会社及び株式会社エージーカードを合計したものであります。 

エ．サービサー事業 

三洋信販債権回収株式会社におきましては、平成19年３月末時点でサービサー会社数が110社という競争激

化の中、取扱債権につきましては、幅広い金融機関との取引を通じて安定的な譲受・受託による一定規模の債

権残高を維持しながら、量より質への転換を図ってまいりました。また、従来から得意とする無担保無剰余債

権の買取回収業務をコア業務としながら、不動産担保付債権の取扱いや企業再生関連事業等への進出による事

業の多角化を推進し、収益力の向上を図ってまいりました。 

以上の結果、当社グループのサービサー事業の実績は以下のとおりとなりました。 

  

※上記表は、三洋信販債権回収株式会社及び三洋アセットマネジメント有限会社を合計したものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ138億87百万円増加し、593億45百万円となりました 

なお、当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況及び増減要因は、以下のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は170億98百万円（前連結会計年度は120億78百万円の減

少）となりました。これは、税金等調整前当期純損失が716億62百万円となり、貸倒引当金の増加額425億90百万

円、及び利息返還損失引当金の増加額484億82百万円があったものの、資産流動化後の営業貸付金の増加による

資金の減少が158億58百万円、割賦売掛金などの営業債権の増加による資金の減少100億36百万円、法人税等の支

払額が136億２百万円となったことなどによるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は31億87百万円（前連結会計年度は33億５百万円の減少）

となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が７億69百万円あったものの、有形固定資産の取得によ

る支出６億４百万円、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出が32億66百万円あったことなどによるも

のであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は341億75百万円（前連結会計年度は８億22百万円の減

少）となりました。これは、社債による資金調達純減額が66億８百万円あったものの、コマーシャル・ペーパ

ー、短期借入金及び長期借入金による資金調達純増額が453億５百万円あったことなどによるものであります。 

 
平成18年３月期 
（千名・百万円） 

平成19年３月期 
（千名・百万円） 

前期対比 

増減額 
（千名・百万円） 

増減率（％） 

有効会員数 4,351 4,425 73 1.7 

ショッピング取扱高  199,599 244,475 44,876 22.5 

割賦購入あっせん収益 4,596 5,533 936 20.4 

 
平成18年３月期 
（百万円） 

平成19年３月期 
（百万円） 

前期対比 

増減額（百万円） 増減率（％） 

取扱債権残高 1,433,762 1,161,040 △272,722 △19.0 

買取債権回収高 6,773 7,003 230 3.4 



２【営業実績】 

(1）当企業集団における営業貸付金の内訳等 

① 営業店舗数及び自動契約機台数 

 （注） 「営業店舗」の中には、前連結会計年度における当社の管理センター１店舗、コールセンター１店舗、保証業

務センター１店舗、当連結会計年度における当社の管理センター１店舗、コールセンター１店舗、保証業務セ

ンター１店舗、カスタマーセンター１店舗は含んでおりません。 

② 営業収益の内訳 

ア．種類別営業収益 

  

区分 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

営業店舗  173店  132店 

自動契約機 931台（927ヵ所）    909台（905ヵ所） 

営業店併設型 129台（127ヵ所）    89台（ 87ヵ所） 

独立型 802台（800ヵ所）    820台（818ヵ所） 

区分 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

金額（百万円） 構成割合（％） 金額（百万円） 構成割合（％）

営業貸付金利息 

無担保ローン 125,663 80.7 119,885 79.0 

有担保ローン 2,453 1.6 2,521 1.7 

無担保有保証ローン 474 0.3 261 0.2 

小計 128,591 82.6 122,668 80.9 

割賦購入あっせん収益   4,596 3.0 5,533 3.7 

買取債権回収高   6,773 4.3 7,003 4.6 

保証料収入   10,182 6.5 11,904 7.8 

その他の営業収益 

償却債権回収額 2,982 1.9 2,440 1.6 

その他 2,558 1.7 2,156 1.4 

小計 5,541 3.6 4,596 3.0 

合計 155,685 100.0 151,706 100.0 



イ．地区別営業貸付金利息 

 （注） 各地区の都道府県区分は次のとおりであります。 

・北海道・東北地区：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

・関東地区    ：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

・中部・近畿地区 ：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

・中国・四国地区 ：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

・九州地区    ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 なお、地区別集計は営業店舗の所在地を基準にしております。 

③ 営業貸付金の増減額及び残高 

 （注）１ 「期中回収額」及び「貸倒償却額」については、破産更生債権等に係るものは含まれておりません。 

２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前連結会計年度83,817百万円、当連結会計年度

40,912百万円）を含めて記載しております。 

地区別 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

金額（百万円） 構成割合（％） 金額（百万円） 構成割合（％） 

北海道・東北地区 10,095 7.9 10,964 8.9 

関東地区 15,377 12.0 15,690 12.8 

中部・近畿地区 22,044 17.1 22,584 18.4 

中国・四国地区 19,557 15.2 18,055 14.7 

九州地区 61,517 47.8 55,372 45.2 

合計 128,591 100.0 122,668 100.0 

項目 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

無担保ローン 
（百万円） 

有担保ローン 
（百万円） 

無担保有保証
ローン 

（百万円） 

合計 
（百万円） 

無担保ローン
（百万円） 

有担保ローン
（百万円） 

無担保有保証
ローン 

（百万円） 

合計 
（百万円） 

期首残高 533,856 14,282 4,605 552,744 546,893 17,350 3,086 567,329 

期中貸付額 341,835 8,639 7 350,482 301,720 4,119 4 305,844 

期中回収額 294,292 5,534 1,398 301,225 282,257 4,609 829 287,696 

貸倒償却額 34,499 36 127 34,664 44,927 90 153 45,172 

破産更生債権等

振替額 
7 ― ― 7 23 ― ― 23 

期末残高 546,893 17,350 3,086 567,329 521,405 16,770 2,106 540,283 

平均貸付金残高 542,267 15,712 3,806 561,786 541,466 17,311 2,563 561,341 



④ 営業貸付金残高の内訳 

ア．貸付種別残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前連結会計年度83,817百万円、当連結会計年度40,912

百万円）を含めて記載しております。 

イ．業種別残高 

 （注）１ 個人の自営業は、業種の如何にかかわらず「個人」に含めております。 

２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前連結会計年度83,817百万円、当連結会計年度

40,912百万円）を含めて記載しております。 

貸付種別 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
(件) 

構成割合 
（％） 

残高 
(百万円)

構成割合
（％） 

平均約
定金利 
（％） 

件数 
(件) 

構成割合
（％） 

残高 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

平均約
定金利 
（％） 

消費者向 

無担保ローン 

（住宅向を除く) 
1,098,719 99.7 549,979 96.9 24.40 1,034,659 99.7 523,512 96.9 23.92 

有担保ローン 

（住宅向を除く) 
3,451 0.3 17,350 3.1 15.74 3,435 0.3 16,770 3.1 15.16 

住宅向 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

小計 1,102,170 100.0 567,329 100.0 24.13 1,038,094 100.0 540,283 100.0 23.65 

事業者向 

貸付 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

小計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

合計 1,102,170 100.0 567,329 100.0 24.13 1,038,094 100.0 540,283 100.0 23.65 

業種別 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

先数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

先数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

製造業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

建設業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

運輸・通信業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

卸売・小売業、飲食店 ― ― ― ― ― ― ― ― 

金融・保険業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

不動産業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

サービス業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

個人 1,102,170 100.0 567,329 100.0 1,038,094 100.0 540,283 100.0 

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― 

合計 1,102,170 100.0 567,329 100.0 1,038,094 100.0 540,283 100.0 



ウ．担保種類別残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前連結会計年度83,817百万円、当連結会計年度40,912

百万円）を含めて記載しております。 

エ．貸付期間別残高 

全ローン 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前連結会計年度83,817百万円、当連結会計年度40,912

百万円）を含めて記載しております。 

受入担保の種類 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

残高（百万円） 構成割合（％） 残高（百万円） 構成割合（％） 

有価証券 
（うち株式） 

―
(―) 

―
(―) 

― 
(―) 

―
(―) 

債権 
（うち預金） 

―
(―) 

―
(―) 

― 
(―) 

―
(―) 

商品 ― ― ― ―

不動産 17,350 3.1 16,770 3.1

財団 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

小計 17,350 3.1 16,770 3.1

保証 3,086 0.5 2,106 0.4

無担保 546,893 96.4 521,405 96.5

合計 567,329 100.0 540,283 100.0

期間別 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

１年以下 65,954 6.0 12,861 2.3 56,458 5.4 10,380 1.9 

１年超５年以下 1,027,583 93.2 533,543 94.0 973,288 93.8 509,823 94.4 

５年超10年以下 5,705 0.5 5,725 1.0 5,474 0.5 5,481 1.0 

10年超15年以下 2,761 0.3 14,146 2.5 2,705 0.3 13,572 2.5 

15年超20年以下 167 0.0 1,052 0.2 169 0.0 1,025 0.2 

合計 1,102,170 100.0 567,329 100.0 1,038,094 100.0 540,283 100.0 

１件当たり平均期間 ２年10ヵ月 ２年10ヵ月 



⑤ 資金調達の状況 

 （注） 「自己資本」とは、資産の合計額より負債の合計額、少数株主持分及び配当金の予定額を控除し、引当金の合

計額を加えて算出しております。 

(2）当社における営業貸付金の内訳等 

① 営業店舗数及び自動契約機台数 

 （注） 「営業店舗」の中には、前事業年度における管理センター１店舗、コールセンター１店舗、保証業務センター

１店舗、当事業年度における管理センター１店舗、コールセンター１店舗、保証業務センター１店舗、カスタ

マーセンター１店舗は含んでおりません。 

借入先等 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

残高（百万円） 平均調達金利（％) 残高（百万円） 平均調達金利（％)

金融機関等からの借入 214,669 1.87 238,575 1.98 

その他 75,420 1.38 90,300 1.42 

社債、コマーシャル・ペーパー 75,420 1.38 90,300 1.42 

合計 290,089 1.74 328,875 1.83 

自己資本 294,960 ― 294,675 ― 

資本金・出資額 16,244 ― 16,268 ― 

区分 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

営業店舗 137店  95店 

自動契約機（ポケットバンク） 931台（927ヵ所）    909台（905ヵ所） 

営業店併設型 129台（127ヵ所）    89台（ 87ヵ所） 

独立型 802台（800ヵ所）    820台（818ヵ所） 



② 営業収益の内訳 

ア．種類別営業収益 

イ．地区別営業貸付金利息 

 （注） 各地区の都道府県区分は次のとおりであります。（④コ．地区別残高も同じ区分によっております。） 

・北海道・東北地区：北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

・関東地区    ：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

・中部・近畿地区 ：新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

・中国・四国地区 ：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

・九州地区    ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

 なお、地区別集計は営業店舗の所在地を基準にしております。 

区分 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

金額（百万円） 構成割合（％） 金額（百万円） 構成割合（％）

営業貸付金利息 

無担保ローン 93,223 85.3 85,395 83.6 

有担保ローン 2,453 2.3 2,521 2.5 

無担保有保証ローン 474 0.4 261 0.2 

小計 96,151 88.0 88,178 86.3 

保証料収入   9,848 9.0 11,286 11.1 

その他の営業収益 

償却債権回収額 2,599 2.4 2,150 2.1 

賃貸料収入 229 0.2 223 0.2 

受取手数料 232 0.2 140 0.1 

その他 205 0.2 155 0.2 

小計 3,265 3.0 2,670 2.6 

合計 109,265 100.0 102,134 100.0 

地区別 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

金額（百万円） 構成割合（％） 金額（百万円） 構成割合（％） 

北海道・東北地区 4,894 5.1 4,976 5.6 

関東地区 8,826 9.2 8,991 10.2 

中部・近畿地区 10,668 11.1 10,681 12.1 

中国・四国地区 15,869 16.5 14,157 16.1 

九州地区 55,892 58.1 49,370 56.0 

合計 96,151 100.0 88,178 100.0 



③ 営業貸付金の増減額及び残高 

 （注）１ 「期中回収額」及び「貸倒償却額」については、破産更生債権等に係るものは含まれておりません。 

２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万

円）を含めて記載しております。 

④ 営業貸付金残高の内訳 

ア．貸付種別残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万円）

を含めて記載しております。 

項目 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

無担保ローン 
（百万円） 

有担保ローン 
（百万円） 

無担保有保証
ローン 

（百万円） 

合計 
（百万円） 

無担保ローン
（百万円） 

有担保ローン
（百万円） 

無担保有保証
ローン 

（百万円） 

合計 
（百万円） 

期首残高 400,774 14,282 4,605 419,663 405,650 17,350 3,086 426,087 

期中貸付額 205,558 8,639 7 214,205 156,952 4,119 4 161,076 

期中回収額 171,515 5,534 1,398 178,449 151,966 4,609 829 157,405 

貸倒償却額 29,167 36 127 29,331 39,093 90 153 39,338 

期末残高 405,650 17,350 3,086 426,087 371,542 16,770 2,106 390,420 

平均貸付金残高 403,685 15,712 3,806 423,203 394,220 17,311 2,563 414,096 

貸付種別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
(百万円)

構成割合
（％） 

平均約
定金利 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合
（％） 

残高 
(百万円) 

構成割合 
（％） 

平均約
定金利 
（％） 

消費者向 

無担保ローン 

（住宅向を除く) 
737,829 99.5 408,736 95.9 24.42 692,171 99.5 373,649 95.7 23.73 

有担保ローン 

（住宅向を除く) 
3,451 0.5 17,350 4.1 15.74 3,435 0.5 16,770 4.3 15.16 

住宅向 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

小計 741,280 100.0 426,087 100.0 24.06 695,606 100.0 390,420 100.0 23.36 

事業者向 
貸付 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

小計 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

合計 741,280 100.0 426,087 100.0 24.06 695,606 100.0 390,420 100.0 23.36 



イ．職種別無担保ローン残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万円）

を含めて記載しております。 

ウ．業種別残高 

 （注）１ 個人の自営業は、業種の如何にかかわらず「個人」に含めております。 

２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万

円）を含めて記載しております。 

職種別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

事務 45,933 6.3 26,200 6.5 43,871 6.3 24,242 6.5 

営業 64,712 8.8 36,988 9.1 61,271 8.9 34,098 9.2 

販売 42,618 5.8 22,737 5.6 43,943 6.4 21,754 5.9 

労務 363,857 49.5 201,318 49.6 338,623 49.0 183,562 49.4 

技術者 64,067 8.7 35,359 8.7 64,695 9.4 34,328 9.2 

自営 130,354 17.7 74,831 18.5 119,012 17.2 66,970 18.0 

その他 23,858 3.2 8,215 2.0 19,002 2.8 6,586 1.8 

合計 735,399 100.0 405,650 100.0 690,417 100.0 371,542 100.0 

業種別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

先数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

先数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

製造業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

建設業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

電気・ガス・熱供給・水道業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

運輸・通信業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

卸売・小売業、飲食店 ― ― ― ― ― ― ― ― 

金融・保険業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

不動産業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

サービス業 ― ― ― ― ― ― ― ― 

個人 741,280 100.0 426,087 100.0 695,606 100.0 390,420 100.0 

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― 

合計 741,280 100.0 426,087 100.0 695,606 100.0 390,420 100.0 



エ．男女別・年齢別無担保ローン残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万円）

を含めて記載しております。 

次へ 

男女別・年齢別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

男性 

18歳以上20歳未満 45 0.0 12 0.0 16 0.0 4 0.0 

20歳以上30歳未満 136,922 18.6 69,546 17.2 123,050 17.8 59,918 16.1 

30歳以上40歳未満 141,372 19.2 81,294 20.0 137,527 19.9 77,282 20.8 

40歳以上50歳未満 92,875 12.6 54,540 13.4 89,591 13.0 51,356 13.8 

50歳以上60歳未満 79,354 10.8 48,087 11.9 76,581 11.1 45,507 12.3 

60歳以上 45,457 6.2 26,045 6.4 44,631 6.5 25,277 6.8 

小計 496,025 67.4 279,526 68.9 471,396 68.3 259,345 69.8 

女性 

18歳以上20歳未満 50 0.0 13 0.0 17 0.0 4 0.0 

20歳以上30歳未満 55,757 7.6 25,838 6.4 49,829 7.2 21,889 5.9 

30歳以上40歳未満 55,511 7.6 29,104 7.2 51,542 7.5 26,415 7.1 

40歳以上50歳未満 44,131 6.0 23,902 5.9 40,406 5.8 21,169 5.7 

50歳以上60歳未満 45,380 6.2 25,711 6.3 41,359 6.0 22,938 6.2 

60歳以上 38,545 5.2 21,553 5.3 35,868 5.2 19,779 5.3 

小計 239,374 32.6 126,123 31.1 219,021 31.7 112,197 30.2 

合計 735,399 100.0 405,650 100.0 690,417 100.0 371,542 100.0 



オ．担保種類別残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万円）

を含めて記載しております。 

受入担保の種類 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

残高（百万円） 構成割合（％） 残高（百万円） 構成割合（％） 

有価証券 
（うち株式） 

―
(―) 

―
(―) 

― 
(―) 

―
(―) 

債権 
（うち預金） 

―
(―) 

―
(―) 

― 
(―) 

―
(―) 

商品 ― ― ― ―

不動産 17,350 4.1 16,770 4.3

財団 ― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

小計 17,350 4.1 16,770 4.3

保証 3,086 0.7 2,106 0.5

無担保 405,650 95.2 371,542 95.2

合計 426,087 100.0 390,420 100.0



カ．貸付金額別残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万円）

を含めて記載しております。 

次へ 

金額別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

無担保 

ローン 

10万円以下 65,046 8.8 4,090 1.0 65,664 9.4 4,217 1.1 

10万円超 30万円以下 152,056 20.5 32,596 7.6 150,756 21.7 32,195 8.2 

30万円超 50万円以下 220,295 29.7 96,824 22.7 204,876 29.5 89,465 22.9 

50万円超 100万円以下 272,705 36.8 232,462 54.6 244,980 35.2 207,496 53.2 

100万円超 25,297 3.4 39,676 9.3 24,141 3.5 38,167 9.8 

小計 735,399 99.2 405,650 95.2 690,417 99.3 371,542 95.2 

有担保

ローン 

100万円以下 61 0.0 34 0.0 60 0.0 29 0.0 

100万円超 500万円以下 2,023 0.3 6,902 1.6 2,089 0.3 6,995 1.8 

500万円超1,000万円以下 1,193 0.2 8,199 2.0 1,117 0.2 7,609 2.0 

1,000万円超 174 0.0 2,214 0.5 169 0.0 2,136 0.5 

小計 3,451 0.5 17,350 4.1 3,435 0.5 16,770 4.3 

無担保

有保証

ローン 

50万円以下 447 0.0 118 0.0 301 0.0 75 0.0 

50万円超 100万円以下 512 0.1 383 0.1 420 0.1 323 0.1 

100万円超 200万円以下 1,197 0.2 1,819 0.4 858 0.1 1,174 0.3 

200万円超 274 0.0 764 0.2 175 0.0 533 0.1 

小計 2,430 0.3 3,086 0.7 1,754 0.2 2,106 0.5 

合計 741,280 100.0 426,087 100.0 695,606 100.0 390,420 100.0 

１件当たり平均貸付金残高（千円） 574 561 

無担保ローン 551 538 

有担保ローン 5,027 4,882 

無担保有保証ローン 1,269 1,201 



キ．貸付期間別残高 

（ア）全ローン 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万円）

を含めて記載しております。 

（イ）ローン種別 

 （注）１ 無担保ローンにおける「リボルビング」契約は、３年ごとの自動更新であります。 

２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万

円）を含めて記載しております。 

期間別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

１年以下 158 0.0 114 0.0 308 0.1 245 0.1 

１年超 ５年以下 737,731 99.5 408,765 95.9 691,913 99.4 373,507 95.6 

５年超 10年以下 630 0.1 2,160 0.5 663 0.1 2,204 0.6 

10年超 15年以下 2,622 0.4 14,024 3.3 2,582 0.4 13,469 3.4 

15年超 20年以下 139 0.0 1,022 0.3 140 0.0 993 0.3 

合計 741,280 100.0 426,087 100.0 695,606 100.0 390,420 100.0 

１件当たり平均期間 ３年  ３年 

期間別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

無担保

ローン 

リボルビング 663,615 89.5 373,543 87.7 615,646 88.5 336,799 86.3 

１年以下 158 0.0 114 0.0 307 0.1 243 0.1 

１年超 ５年以下 71,626 9.7 31,991 7.5 74,464 10.7 34,500 8.8 

小計 735,399 99.2 405,650 95.2 690,417 99.3 371,542 95.2 

有担保

ローン 

リボルビング 12 0.0 10 0.0 12 0.0 9 0.0 

１年超 ５年以下 48 0.0 132 0.0 38 0.0 93 0.0 

５年超 10年以下 630 0.1 2,160 0.5 663 0.1 2,204 0.6 

10年超 15年以下 2,622 0.4 14,024 3.3 2,582 0.4 13,469 3.4 

15年超 20年以下 139 0.0 1,022 0.3 140 0.0 993 0.3 

小計 3,451 0.5 17,350 4.1 3,435 0.5 16,770 4.3 

無担保

有保証

ローン 

１年以下 － － － － 1 0.0 1 0.0 

１年超 ５年以下 2,430 0.3 3,086 0.7 1,753 0.2 2,104 0.5 

小計 2,430 0.3 3,086 0.7 1,754 0.2 2,106 0.5 

合計 741,280 100.0 426,087 100.0 695,606 100.0 390,420 100.0 



ク．貸付利率別残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万円）

を含めて記載しております。 

次へ 

利率別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

無担保

ローン 

年率15％以下 68,681 9.3 30,582 7.2 72,803 10.5 33,774 8.7 

年率15％超 20％以下 28,522 3.8 22,829 5.3 34,113 4.9 27,308 7.0 

年率20％超 25％以下 77,257 10.4 62,932 14.8 81,566 11.7 62,470 16.0 

年率25％超 29％以下 560,939 75.7 289,306 67.9 501,935 72.2 247,989 63.5 

小計 735,399 99.2 405,650 95.2 690,417 99.3 371,542 95.2 

有担保

ローン 

年率10％以下 56 0.0 100 0.0 121 0.0 566 0.2 

年率10％超 15％以下 1,041 0.2 7,075 1.7 1,366 0.2 8,252 2.1 

年率15％超 2,354 0.3 10,175 2.4 1,948 0.3 7,950 2.0 

小計 3,451 0.5 17,350 4.1 3,435 0.5 16,770 4.3 

無担保

有保証

ローン 

年率20％以下 2,422 0.3 3,082 0.7 1,752 0.2 2,104 0.5 

年率20％超 25％以下 6 0.0 3 0.0 2 0.0 2 0.0 

年率25％超 2 0.0 0 0.0 － － － － 

小計 2,430 0.3 3,086 0.7 1,754 0.2 2,106 0.5 

合計 741,280 100.0 426,087 100.0 695,606 100.0 390,420 100.0 



ケ．商品別残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万円）

を含めて記載しております。 

商品別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

無担保

ローン 

包括契約型 663,615 89.5 373,543 87.7 615,646 88.5 336,799 86.3 

個別契約型 71,784 9.7 32,106 7.5 74,771 10.8 34,743 8.9 

小計 735,399 99.2 405,650 95.2 690,417 99.3 371,542 95.2 

有担保

ローン 

不動産担保ローン 3,451 0.5 17,350 4.1 3,435 0.5 16,770 4.3 

小計 3,451 0.5 17,350 4.1 3,435 0.5 16,770 4.3 

無担保

有保証

ローン 

個別契約型 2,430 0.3 3,086 0.7 1,754 0.2 2,106 0.5 

小計 2,430 0.3 3,086 0.7 1,754 0.2 2,106 0.5 

合計 741,280 100.0 426,087 100.0 695,606 100.0 390,420 100.0 



コ．地区別残高 

 （注） 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万円）

を含めて記載しております。 

⑤ 営業店１店舗当たり従業員１名当たり営業貸付金残高 

 なお、期末営業店舗数は、前事業年度が137店、当事業年度が95店であります。 

なお、期末従業員数は、営業に直接携わる期末従業員数であり、前事業年度が968名、当事業年度が889名で

あります。 

３ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金（前事業年度70,645百万円、当事業年度36,345百万

円）を含めて記載しております。 

地区別 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円）

構成割合 
（％） 

件数 
（件） 

構成割合 
（％） 

残高 
（百万円） 

構成割合 
（％） 

無担保

ローン 

北海道・東北地区 49,064 6.6 20,824 4.9 51,180 7.4 21,074 5.4 

関東地区 88,163 11.9 37,438 8.8 90,208 13.0 37,358 9.6 

中部・近畿地区 98,885 13.3 44,173 10.4 99,491 14.3 43,881 11.2 

中国・四国地区 111,534 15.1 65,463 15.3 100,285 14.4 58,457 15.0 

九州地区 387,753 52.3 237,751 55.8 349,253 50.2 210,770 54.0 

小計 735,399 99.2 405,650 95.2 690,417 99.3 371,542 95.2 

有担保

ローン 

北海道・東北地区 173 0.0 848 0.2 167 0.0 798 0.2 

関東地区 201 0.0 1,148 0.3 230 0.0 1,245 0.3 

中部・近畿地区 405 0.1 2,297 0.5 434 0.1 2,378 0.6 

中国・四国地区 681 0.1 3,477 0.8 643 0.1 3,204 0.8 

九州地区 1,991 0.3 9,578 2.3 1,961 0.3 9,143 2.4 

小計 3,451 0.5 17,350 4.1 3,435 0.5 16,770 4.3 

無担保

有保証

ローン 

北海道・東北地区 565 0.1 903 0.2 498 0.1 784 0.2 

関東地区 72 0.0 96 0.0 52 0.0 58 0.0 

中部・近畿地区 114 0.0 161 0.0 86 0.0 103 0.0 

中国・四国地区 426 0.1 474 0.1 276 0.0 280 0.1 

九州地区 1,253 0.1 1,449 0.4 842 0.1 879 0.2 

小計 2,430 0.3 3,086 0.7 1,754 0.2 2,106 0.5 

合計 741,280 100.0 426,087 100.0 695,606 100.0 390,420 100.0 

項目 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

件数（件） 残高（百万円） 件数（件） 残高（百万円） 

営業店１店舗当たり営業貸付金残高 5,410 3,110 7,322 4,109 

従業員１名当たり営業貸付金残高 765 440 782 439 

 （注）１ 営業店１店舗当たり営業貸付金残高は 
期末営業貸付金残高 

により計算しております。 
期末営業店舗数 

２ 従業員１名当たり営業貸付金残高は 
期末営業貸付金残高 

により計算しております。 
期末従業員数 



⑥ 資金調達の状況 

 （注） 「自己資本」とは、資産の合計額より負債の合計額及び配当金の予定額を控除し、引当金の合計額を加えて算

出しております。 

借入先等 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

残高（百万円） 平均調達金利（％) 残高（百万円） 平均調達金利（％)

金融機関等からの借入 118,403 1.88 131,545 2.00 

その他 50,000 1.56 44,000 1.58 

社債、コマーシャル・ペーパー 50,000 1.56 44,000 1.58 

合計 168,403 1.79 175,545 1.90 

自己資本 269,530 ― 261,206 ― 

資本金・出資額 16,244 ― 16,268 ― 



３【対処すべき課題】 

(1) コンプライアンス態勢の充実について 

  当社は、平成18年12月20日付で福岡財務支局より、業務の運営・管理に関し法令違反が認められたこと、法

令遵守及び内部管理態勢が十分でなかったことに対し、全店における業務の全部（弁済の受領に関する業務及

び債権の保全行為に関する業務を除く。）を停止する処分を受けました。 

  当社では、「お客様主義」の誠実な実践により、お客様・株主様等の皆様から高い信頼を得られるように、

新しい企業風土の確立に向けて全力で取り組んでおります。また、コンプライアンス態勢の確立・強化をはじ

めとする内部管理態勢の整備を行い、法令違反の再発防止に努めております。 

 これらの諸施策については以下のとおりであります。 

  ① コーポレートガバナンスについて 

   ア．新しい企業理念、経営姿勢及び行動指針の策定 

   イ．取締役、監査役の定例ミーティングの開催 

  ウ．監査役による経営監視機能の強化と独立性確保の観点から監査役室の新設 

  エ．主要社内規程の見直し・整備 

  ② コンプライアンス態勢の確立・強化 

  ア．コンプライアンス委員会の改組強化 

  イ．コンプライアンス担当業務の強化 

  ウ．コンプライアンス最重点推進期間の設定 

  エ．コンプライアンスホットラインの充実 

  ③ コンプライアンス教育・研修の充実 

  ア．全従業員を対象とした階層別教育・研修の充実 

  イ．コンプライアンス管理者・担当者に対する研修の実施 

  ウ．債権管理に関する専門部署に対する弁護士による研修実施 

  エ．コンプライアンスに関する従業員への個人面談の実施 

  ④ 内部管理態勢の再構築 

  ア．債権法務課の組織強化による指導・チェック機能の強化 

  イ．取引履歴開示対応業務の強化 

  ウ．訴訟案件方針会議の設置 

  エ．内部監査部門の人員強化、監査規程等の見直し 

  ⑤ 人事制度・人事評価 

  ア．人事評価項目の見直し（コンプライアンスに関する項目の評価ウエイト増） 

  イ．コンプライアンス・オフィサー検定等社外検定の取得の義務化 

  ウ．債権法務課の人事ローテーションの実施 

  ⑥ お客様の声を経営に活かす経営体制の整備 

 「お客様の声会議」を毎月、「お客様の声討議」を毎週開催 



 (2) 改正貸金業規制法と新しいビジネスモデルの構築について 

 平成18年12月に成立・公布されました、改正貸金業規制法の全面施行に伴う上限金利の引下げや総量規制の

導入など、今後ますます当社を巡る経営環境は厳しくなっていくことが予想されます。 

 このような経営環境に対応すべく、当社は、改正貸金業規制法の下での安定的な経営基盤を構築すべく、

様々なビジネスモデル変革の検討を行っております。主な内容は以下のとおりであります。 

  ① 店舗網のリストラクチャリングと営業店業務の集約化 

 今後のチャネル戦略における有人店舗の役割の変化や店舗ごとの採算性の精査結果に基づき、店舗網の大幅

な見直しを実施してまいります。平成19年３月期におきましては、既に有人店舗42店舗の削減を実施しており

ますが、平成20年３月期には、有人店舗の無人店舗化や廃店並びに不採算無人店舗の廃店や移転を速やかに実

施し、店舗網の再構築を完了させてまいります。 

 また、平成19年２月に「カスタマーセンター」を新設し、一部の有人店舗の顧客管理業務を集約いたしまし

た。今後、店舗のリストラクチャリングによる有人店舗の統廃合を進めていく上で、お客様の利便性が損なわ

れないように、平成20年３月期までに有人店舗全店における顧客管理業務をカスタマーセンターへ段階的に集

約してまいります。 

  ② ローコスト・オペレーションの推進 

 有人店舗の統廃合やカスタマーセンターへの業務集約化等に合わせた適正な人員配置を目指し、大幅な人員

削減を実施してまいります。 

 また、店舗統廃合に伴う店舗運営経費の減少による効果や広告宣伝費の抑制、システム経費の圧縮等につい

ても実施してまいります。 

  ③ 新たな事業基盤の構築 

 新規事業につきましても、他社を圧倒する168の提携先というプラットフォームを活用した保証事業におけ

る事業者ローンへの進出、当社本体における事業者ローンへの進出、海外市場その他金融関連事業への進出

等、幅広く積極的に取り組んでまいります。 

 (3) 財務報告に係る内部統制の構築について 

 「金融商品取引法」（平成18年６月成立・公布）に基づき、平成20年４月１日以後開始する事業年度から、

上場会社を対象に財務報告に係る内部統制の「評価」と「監査」を義務付ける内部統制報告制度が導入され、

併せて有価証券報告書等の適正性についての経営者の確認書の提出が義務付けられることになります。 

 こうした財務報告に係る内部統制の構築に向けて、当社では平成18年４月に内部統制プロジェクトを立ち上

げ、監査法人の助言・指導を仰ぎながら、「全社統制」（適正な財務報告に向けた会社の基本方針の明確化、

適正な組織構造の構築、モニタリングの体制整備など企業全体を対象とする内部統制）、「業務処理統制」

（個々の業務処理プロセスに組み込まれ、不正な会計処理や誤処理を予防又は発見するために遂行される内部

統制）及び「ＩＴ全般統制」（ＩＴを利用した業務システムや会計システムによって作成される財務報告の信

頼性を確保するための内部統制）の３つのカテゴリーに分けて内部統制を構築中であります。 

 現時点までに、当社は、全社ヒアリング、リスクの抽出及び抽出された課題の改善、並びに文書化作業その

他の評価範囲の確定等を実施しております。今後につきましては、平成19年12月までに財務報告に係る評価体

制を確定し、その後、内部統制報告制度等の適用が開始される平成21年３月期に向けて、その整備・運用状況

について監査法人による監査テストを行うことを予定しております。 



４【事業等のリスク】 

当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項には、以下のようなものがあり

ます。なお、リスク要因の実現可能性には種々ございますが、現時点では実現可能性が低いと考えられるものも、投

資家の皆様のご理解の一助とするため、併せて記載しております。 

しかしながら、以下に記載いたしましたリスクについては、有価証券報告書の提出日現在において、当社が把握し

ている情報に基づく想定や見解をもとに、当社グループの事業展開上リスクとなる可能性があると考えられる主な事

項を記載しているものであり、リスクの全てを網羅しているものではありません。将来の経済情勢や消費者金融を取

り巻く市場環境の変化等、様々な不確定要因により新たなリスクが発生する可能性があります。 

(1) 法的規制等について 

① 消費者金融事業について 

当社グループの主要業務である消費者金融事業は、貸金業規制法の適用を受けております。 

② 貸付金金利について 

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下、「出資法」という。）は、平成12年６月１日

施行の改正により、貸付上限金利が年率40.004%から年率29.2%に引き下げられました。なお、当社の貸出上限金

利は、昭和63年以降、年率29.2%を下回っております。 

平成15年８月１日公布の出資法及び貸金業規制法改正の際に、出資法に定める上限金利については、本改正の

施行後３年（平成19年１月）を目途として、必要な見直しをするものとされておりましたが、平成18年12月に改

正貸金業規制法が成立・公布されました。この改正貸金業規制法により、いわゆる「みなし弁済」制度が廃止さ

れるとともに、出資法の業として行う高金利の罪の刑罰金利が年利20％に引き下げられることになり、この刑罰

金利（年利20％）と引き下げ後の利息制限法の上限金利（年利20％～15％）との間での金利における貸付につい

ては、行政処分の対象となることになりました。これらの貸付に係る上限金利の改正は、当社グループの業績に

大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  また、改正貸金業規制法では、上限金利引下げ以外にも、総量規制の導入（借入総額は年収の３分の１以内と

する規制）、多重貸付規制、貸金業者への参入条件の厳格化、貸金業協会の自主規制機能の強化、取立行為規制

の強化などの業務に関連する規制の強化、さらに業務改善命令の導入などの監督強化などが織り込まれておりま

す。今後、これらの規制強化により貸付対象者数の減少が予想され、また、各貸金業者が与信を厳格化すること

で、急激な信用収縮により貸倒が急増することも考えられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

③ みなし弁済及び利息返還請求について 

利息制限法の上限金利（年利20％～15％）を超える金利を支払う旨の合意は無効とされておりますが、現行の

貸金業規制法では、貸金業者が行う金銭消費貸借契約に基づき、債務者が利息制限法の上限金利（年利20％～

15％）と出資法の業として行う高金利の罪の刑罰金利（年利29.2％）の間の超過部分利息を任意に支払い、貸金

業者から契約書面等が適切に交付されている場合には、当該支払は有効な債務の弁済（みなし弁済）であると規

定されております。 

ところが、最高裁判所その他の司法判断は、特定事案の事例判断ではありましたが、「みなし弁済」の適用要

件（書面の記載事項、交付時期）を厳格に解釈することにより、利息制限法の上限金利を越える金利を支払う旨

の合意を無効とし、不当利得として債務者に返還すべきとする判断（平成16年２月20日第二小法廷ほか）を打ち

出しておりました。 

さらに、最高裁判所は、平成18年１月13日第二小法廷、１月19日第一小法廷、１月24日第三小法廷、３月17日

第二小法廷において、その立場を一層強め、「みなし弁済」の適用局面を非常に限定しました。こうした最高裁

判所の判決を受けて、金融庁は、平成18年４月11日付で貸金業の規制等に関する法律施行規則を改正しており、

貸金業者による顧客への書面交付義務等を厳格化しております。なお、当社におきましては、同施行規則の改正

につき各種対応を行っております。 

 上記の最高裁判所の判断により、「みなし弁済」が適用される局面が極めて限られたことで、利息制限法の上

限金利を超過する利息相当額の返還請求が増加しております。前期より、当該返還請求にかかる引当金の計上を

行っておりますが、予想を上回る増加となった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 



 ④ 利息返還請求の会計上の見積 

 利息返還請求の増加を背景に、平成18年３月に日本公認会計士協会から「『貸金業の規制等に関する法律』の

みなし弁済規定の適用に関する最高裁判決を踏まえた消費者金融会社等における監査上の留意事項について」が

公表され、前期より利息返還損失引当金を計上しております。当期におきましては、平成18年10月13日付けの

「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」の公表内容に基づ

き、利息返還損失引当金の見積り方法を変更し、従来方式と比べて大幅に増額した引当金計上を行っておりま

す。 

 しかしながら、当該引当金の見積りを超過する水準の利息返還請求が発生した場合、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 業務規制等について 

消費者金融事業を営む当社グループは、貸金業規制法の適用により各種業務規制(過剰貸付等の禁止、貸付条

件等の掲示、貸付条件の広告、誇大広告等の禁止、書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付け、取立て行為の

規制、債権証書の返還、標識の掲示等）を受けております。平成15年の改正では、無登録業者に対する取締りの

強化のほか、貸金業登録要件の厳格化、取立行為規制の強化、貸金業務取扱主任者の選任など適正な営業体制の

確立が盛り込まれました。 

また、貸金業規制の執行にあたって、監督官庁である金融庁が定める事務ガイドラインにより、貸金業務にお

ける詳細な行動指針が定められております。同ガイドラインについて、最近では個人情報保護法施行に伴う安全

管理措置の徹底、顧客に対する説明義務の強化、顧客等からの取引履歴等開示請求に対する開示義務の明確化、

必要とする以上の金額の借入れの勧誘禁止、出資法における利息とみなされる金銭の明確化など一連の改正が行

われております。さらに、今後の改正貸金業規制法の施行によって、業務規制等について一段と厳しくなること

も予想されます。 

これらの法令及び行政上の規制を遵守できなかった場合、業務の全部又は一部の停止命令も含めた行政上の措

置により、当社グループの活動が制限され、業績に影響を与える可能性があります。 

 なお、当社は、平成18年12月20日付で福岡財務支局より、貸金業規制法第36条第1号の規定に基づき、平成19

年１月15日から平成19年１月26日までの間、全店における業務の全部（弁済の受領に関する業務及び債権保全行

為に関する業務を除く。）を停止する処分を受けました。 

 ⑥ 個人情報保護法について 

 平成15年５月30日に個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）の基本法部分が公布・

施行され、平成17年４月１日に全面施行されました。 

 当社グループの各社は、個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者に該当し、個人情報の適正な利用・管理

が義務付けられております。 

 当社では、金融庁から告示されました「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」及び「安全管

理措置等についての実務指針」に基づき、社内規程・組織・セキュリティ等の社内体制の整備を行なっておりま

す。 

  個人情報保護法に違反いたしますと、同法に基づき主務大臣より勧告・命令を受けるに止まらず、罰金等の刑

事処罰が下されるおそれがあり、さらに貸金業規制法違反行為として業務停止等の行政処分の対象ともなること

から、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑦ その他の関連法について 

   近年、破綻状態にある債務者の権利保護の強化を目指した法制の整備が進んでおります。とりわけ改正破産法

（平成16年法律第75号）の施行、民事再生法（平成11年法律第225号）の改正、特定債務者等の調整の促進のた

めの特定調停に関する法律（平成11年法律第158号）の制定などにより、個人破産など貸倒れの増加が懸念さ

れ、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、平成15年４月１日から改正司法書士法が施行

され、簡易裁判所における訴訟代理関係業務を行うことができる認定司法書士は、訴訟価額が140万円を超えな

い範囲の民事訴訟、民事調停等の手続について代理する業務を新たに行うことができるようになりました。以上

の法改正を受け、司法書士が債務者の代理人として、債務整理を行うケースが増加した場合には、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(2) 資金調達リスクについて 

① 金利変動リスクについて 

当社グループの消費者金融事業におきましては、金利変動リスクを少なくするため、調達残高の80%以上を長

期固定化するなど、金利変動の影響の軽減を図っております。 

しかしながら、将来の金利変動によっては調達コストが上昇し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 



② 流動性リスクについて 

当社では、流動性の確保のため、十分な現預金を保有しております。 

しかし、流動性確保が困難となる事態が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

③ 資金調達の財務制限条項について 

当社では、シンジケートローン等による資金調達にあたって、一定の財務制限条項又は期限の利益喪失条項が

付されており、抵触した場合には多数貸付人等の請求により期限の利益を喪失し、一括返済することとなってお

ります。財務制限条項又は期限の利益喪失条項に抵触した場合、その時点の金融情勢次第では、機動的なリファ

イナンスが困難になる可能性があります。 

また、当社では、資産流動化による資金調達にあたって、一定の早期償還事由が付されており、抵触した場合

には、優先受益権への配当が優先され、当社が保有する劣後受益権への配当が停止されることになるため、その

時点での金融情勢次第では、当社の資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当社の資産流動化証券は現在早期償還中であります。 

(3) 格付について 

 当社では、格付機関から長期カウンターパーティ格付を取得しております。今後、格付が低下した場合には、

当社の資金調達等に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) マーケット競合に係るリスク 

 消費者金融専業の合計貸付残高は、バブル崩壊以降急激に成長を遂げ、10兆円規模にまで成長いたしました。

しかし、平成18年12月に成立した改正貸金業規制法により、上限金利が利息制限法の水準まで引き下がることか

ら、銀行系、クレジットカード・信販系と同一金利帯での競争になり、顧客獲得競争は益々激化することが考え

られます。その結果、消費者金融専業のみならず、銀行系やクレジットカード・信販系の競合他社の動向によっ

ては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 情報ネットワーク又は技術的システム等に生じる混乱、故障、その他の被害について 

当社は、店舗ネットワーク、お客様及び口座データを含む当社事業を構成する種々の情報を管理するために、

ソフトウェア、システム及びネットワークへの依存をより深めつつあります。 

 当社のホストコンピュータは、業務委託先の日本アイ・ビー・エム株式会社のセンターが所在する大阪にメイ

ンシステムとサブシステムがあり、メインシステムに障害が生じた場合には、即時にサブシステムが稼動する体

制となっております。 

  しかし、地震・台風等の大規模災害が発生し、メイン・サブの両システムに同時に障害が生じた場合には、当

社は営業の中断を余儀なくされる可能性があります。 

(6) 業績の推移について 

 当社グループは、平成11年、消費者金融事業において九州・中国地方を地盤としたエリアドミナント戦略から

全国展開へ舵を切ったのに続き、個人向け無担保ローン保証事業・クレジットカード事業・サービサー事業へと

進出を果たし、多角化戦略を推進してまいりました。 

その結果、多角化した事業がそれぞれ利益貢献するまでに成長し、今後は安定した収益を見込めるまでになり

ました。 

    しかしながら、改正貸金業規制法も踏まえ、個人の借入行動が変化すること等により借入需要が減退し、営業

貸付金残高の減少及び営業収益の低下や信用収縮等により貸倒が増加する場合には、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。 



５【経営上の重要な契約等】 

（提出会社） 

 当社は、平成４年３月30日付で日本アイ・ビー・エム株式会社との間にコンピュータシステムの保守・運用・管理

について業務委託契約を締結しております。 

 当社は当該契約を、平成17年９月29日付で更新しております。 

 契約内容の要旨は以下のとおりであります。 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

契約の目的 

三洋信販株式会社は、日本アイ・ビー・エム株式会社と情報処理業

務全般について業務委託契約を締結し、益々重要性の高まる情報シ

ステムにおいて優れた技術力の調達、長期的投資コストの削減等を

図る。 

契約期間 平成17年９月１日～平成23年３月31日 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態について 

 当連結会計年度末におきましては、資産合計は143億23百万円減少し5,914億72百万円、負債合計は782億５百

万円増加し4,120億99百万円、純資産合計は1,793億73百万円となり、自己資本比率は25.6％となりました。 

なお、主な増減要因につきましては、以下のとおりであります。 

① 資産の部 

現金及び預金は、手許資金138億87百万円の増加により593億45百万円となりました。 

営業貸付金は、実質的には減少しましたが、429億５百万円の資産流動化証券の償還等があったため、資産流

動化後の営業貸付金は158億58百万円増加して4,993億70百万円となりました。 

利息返還に伴う債権放棄等の損失に備えるため貸倒引当金（流動資産）を425億43百万円積み増し、850億54百

万円計上しております。 

② 負債の部 

資金調達残高（資産流動化による調達は除く）は387億85百万円増加し、3,288億75百万円となりました。 

また、利息返還損失引当金を484億82百万円積み増し、527億32百万円計上しております。 

③ 純資産の部 

少数株主持分279億15百万円が加わりましたが、利益剰余金が916億17百万円減少したため、純資産合計は

1,793億73百万円となりました。 

(2) 経営成績について 

当連結会計年度におきましては、営業収益は39億78百万円減少し1,517億６百万円、営業費用は739億54百万円

増加して1,889億28百万円となった結果、営業利益は779億33百万円減少して372億21百万円の損失、経常利益は

779億86百万円減少して369億96百万円の損失、当期純利益は1,088億88百万円減少して888億86百万円の損失とな

りました。 

なお、主な増減要因につきましては、以下のとおりであります。 

① 営業収益 

当社グループの営業収益は、保証料収入、割賦購入あっせん収益が増加したものの、消費者金融事業の利息収

入が大幅に減少したため、39億78百万円減少して1,517億６百万円となりました。 

 営業貸付金利息は、営業貸付金残高が270億46百万円減少したことや利回りの低下により、59億22百万円減少

しました。 

 保証料収入は、保証残高が127億90百万円増加したことにより、17億21百万円増加しました。 

 割賦購入あっせん収益は、ショッピング取扱高が448億76百万円増加したことにより、９億36百万円増加しま

した。 

② 営業費用 

広告宣伝費等を削減する一方で、利息返還費用や貸倒費用が大幅に増加したことにより、営業費用全体で

は 739億54百万円増加し、1,889億28百万円となりました。 

なお、「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」（平成18

年10月13日 日本公認会計士協会 業種別委員会報告第37号）が公表されたことを受け、当該引当金の見積方法

を変更しております。 

 ア．利息返還費用 

 利息返還金の増加、および利息返還損失引当金の見積方法の変更に伴う利息返還損失引当金繰入額の増加によ

り、利息返還費用は340億91百万円増加しました。 

 イ．貸倒費用 

 利息返還請求に伴う債権放棄の急増などによる保証業務以外の貸倒償却額の増加、および債権放棄に係る貸倒

引当金の見積方法の変更に伴う貸倒引当金繰入額の増加により、貸倒費用は404億78百万円増加しました。 

③ 経常利益 

営業収益が39億78百万円減少し、営業費用が739億54百万円増加したため、営業利益は779億33百万円減少しま

した。その結果、経常利益も779億86百万円減少して369億96百万円の損失となりました。 

④ 特別損失 

当連結会計年度において、利息返還関連費用334億52百万円及び投資有価証券評価損７億１百万円を計上しま

した。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当連結会計年度中の設備投資の総額は、51億15百万円で、その主なものはソフトウエア等システム投資及び営業店

舗等の新設・移転・改装に係る支出であります。 

２【主要な設備の状況】 

 平成19年３月31日現在における、当企業集団の各事業所の設備、投下資本並びに従業員の状況は次のとおりであり

ます。 

(1）提出会社 

(2）国内子会社 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 

従業員数 
（人） 建物及び

構築物 

機械装置
及び運搬
具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

福岡本社 

（福岡市博多区） 
本社施設 20 0 

－ 

(－)
138 159 162 

東京本社 

（東京都千代田区） 
本社施設 24 － 

－ 

(－)
25 49 74 

コンタクトセンター 

（福岡市博多区） 

他１件 

営業事務、債権管

理等 
193 － 

－ 

(－)
296 490 605 

博多店 

（福岡市博多区） 

他912件 

営業店舗 2,108 － 
－ 

(－)
96 2,205 521 

苅田賃貸用店舗 

（福岡県京都郡苅田町） 

他23件 

賃貸物件  567 8 
2,617 

(90,901)
0 3,193 － 

新宮研修センター 

（福岡県糟屋郡新宮町） 

他11件  

その他の設備  198 － 
365 

(16,727)
55 619 － 

合計   3,113 9 
2,982 

(107,628)
612 6,718 1,362 

会社名 区分及び所在地 

帳簿価額（百万円） 

従業員数 
（人） 建物及び

構築物 

機械装置
及び運搬
具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

ポケットカード㈱ 
本社（東京都港区） 

他8件 
160 － 

－ 

(－)
367 528 453 

㈱エージーカード 
本社（福岡市博多区）

他3件 
14 － 

－ 

(－)
21 36 26 

三洋信販債権回収㈱ 
本社（東京都港区） 

他6件 
32 － 

－ 

(－)
16 49 140 



 なお、当企業集団のリース契約による主な賃借設備は次のとおりであります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設等 

 平成19年３月31日現在における当企業集団の重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等を含んでおりません。 

(2）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 

名称 台数 リース期間 
年間リース料 
（百万円） 

リース契約残高 
（百万円） 

自動契約機及びその周辺機器 ― １～５年 325 848 

ＡＴＭ 1,031 １～５年 314 523 

パーソナルコンピュータ ― １～５年 189 217 

会社名 
事業の種類別 

セグメントの名称 
設備の内容 必要性 

予算金額 
（百万円）

資金調達 
方法 

既支払額 
（百万円） 

今後の 
所要額 

（百万円）

 提出会社  金融サービス事業 
既存システムの追

加開発 
 事務の効率化 557  借入金 － 557 

 ポケット 

 カード(株) 
 金融サービス事業 

既存システムの追

加開発 

 事業の拡大及び 

 事務の効率化 
2,620  自己資金 43 2,576 

(株)エージ

ーカード 
 金融サービス事業 

クレジットサービ

ス・システム開発 

事業の拡大及び 

事務の効率化 
547  自己資金 － 547 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

平成16年６月25日定時株主総会決議 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 84,335,500 

計 84,335,500 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成19年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年６月29日） 

上場証券取引所名又は登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 37,949,144 37,949,144 
東京証券取引所 
（市場第一部） 
福岡証券取引所 

完全議決権株
式であり、権
利内容に何ら
限定のない当
社における標
準となる株式 

計 37,949,144 37,949,144 ― ― 

 
事業年度末現在 

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 3,035 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―   ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
303,500 

（注）１ 
同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
6,722 

（注）２ 
同左 

新株予約権の行使期間 

自 平成17年７月１日 

至 平成21年６月30日 

（注）３ 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  6,722 

資本組入額 3,361 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡、質入その他一切の処

分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ―  ― 



 （注）１ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するもの

とする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式

の数についてのみ行われ、調整の結果単元未満の株式が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

また、新株予約権発行後に、時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行または自己株式の処分

（新株予約権および「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）施行前の旧商法第280条ノ19

に基づき付与された新株引受権の行使による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整

し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

上記の計算において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控

除した数とする。 

３ 新株予約権行使の条件または当社と個別の対象者との間で締結される新株予約権割当契約により、各対象者

の行使期間中における新株予約権の行使が制限されることがある。 

４ (1）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社また

は当社の関係会社の取締役、監査役、執行役員または社員であることを要する。ただし、対象者が当社

または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員を任期満了により退任した場合及び当社または当社関

係会社の社員を定年により退職した場合は、この限りではない。 

(2）新株予約権者の相続人は本新株予約権を行使することができないものとする。 

(3）その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社

と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

 
調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×

１  

  分割・併合の比率 

         
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 ×１株当たり払込金額  

 
調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×

１株当たりの時価   

  既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１ 利益による自己株式の消却のために、当社普通株式364,000株を総額1,316,614,095円で取得し、同数の株式

について失効手続を行いました。 

２ 新株予約権（新株引受権を含む。）の行使による増加であります。 

  

(5）【所有者別状況】 

 （注）１ 自己株式15,130株は、「個人その他」に1,513単元を含めて記載しております。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が552単元含まれております。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数
（株） 

発行済株式 
総数残高
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成14年12月17日
（注）１ 

△364,500 37,720,644 ― 15,673 ― 33,620 

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 
（注）２ 

102,300 37,822,944 258 15,931 258 33,879 

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 
（注）２ 

116,500 37,939,444 312 16,244 312 34,191 

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日 
（注）２ 

9,700 37,949,144 24 16,268 24 34,216 

  平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数10株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外  個人 

株主数（人） ― 49 42 143 148 4 9,099 9,485 ― 

所有株式数 

（単元） 
― 436,147 71,123 1,008,873 1,307,244 132 970,783 3,794,302 6,124 

所有株式数の
割合（％） 

― 11.49 1.87 26.59 34.46 0.00 25.59 100.00 ― 



(6）【大株主の状況】 

 （注）１ 「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数第３位以下を四捨五入して記載しております。 

  平成19年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

朝日エンタープライズ株式会
社 

福岡市博多区店屋町1-35 9,564 25.20 

椎木 正和 福岡市中央区 7,399 19.50 

ノーザン トラスト カンパ
ニー（エイブイエフシー）サ
ブ アカウント アメリカン 
クライアント 

 （常任代理人）香港上海銀行

東京支店 

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON E14 5NT,UK 

 （東京都中央区日本橋3-11-1） 
2,503 6.60 

メロン バンク トリーティ
ー クライアンツ オムニバ
ス 
（常任代理人）香港上海銀行
東京支店 

ONE BOSTON PLACE BOSTON,MA 02108 
（東京都中央区日本橋3-11-1） 

1,689 4.45 

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神2-13-1 1,053 2.78 

バンク オブ ニューヨーク 
ヨーロッパ リミテッド ル
クセンブルク 131800 

 （常任代理人）株式会社みず

ほコーポレート銀行 兜町証

券決済業務室  

6D ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG 

 （東京都中央区日本橋兜町6-7） 
962 2.53 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海1-8-11 884 2.33 

ノーザン トラスト カンパ
ニー エイブイエフシー リ 
ユーエス タックス エグゼ
ンプテド ペンション ファ
ンズ 

 （常任代理人）香港上海銀行

東京支店 

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON E14 5NT,UK 

 （東京都中央区日本橋3-11-1） 
798 2.10 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町2-11-3 568 1.50 

ノーザン トラスト カンパ
ニー エイブイエフシー リ 
ユーエス タックス エグゼ
ンプテド ペンション ファ
ンズ セキュリティ レンデ
ィング 

 （常任代理人）香港上海銀行

東京支店 

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON E14 5NT,UK 

 （東京都中央区日本橋3-11-1） 
458 1.21 

計 ― 25,882 68.20 



２ ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーから、平成19年４月10日付で提出された変更報

告書により平成19年３月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けております

が、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお

りません。 

(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,520株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数552個が含まれております。 

②【自己株式等】 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

ブランデス・インベストメント・
パートナーズ・エル・ピー 

11988 El Camino Real, Suite  

 500, Sand Diego, CA 92191-9048,

 U.S.A. 

3,716 9.79 

計 ― 3,716 9.79 

  平成19年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式   15,130 
― 

権利内容に何ら限定の
ない当社における標準
となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式 37,927,890 3,792,789 同上 

単元未満株式 普通株式    6,124 ― 同上 

発行済株式総数 37,949,144 ― ― 

総株主の議決権 ― 3,792,789 ― 

  平成19年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 
三洋信販株式会社 

福岡市博多区上呉
服町１番８号 

15,130 ―  15,130 0.04 

計 ― 15,130 ―  15,130 0.04 



(8）【ストックオプション制度の内容】 

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 

 当該制度の内容は、次のとおりであります。 

（平成16年６月25日定時株主総会決議） 

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月25日第41回定時株主総会終結の時に在任す

る当社取締役、監査役、執行役員及び同日現在在籍する管理職の地位にある社員に対して特に有利な条件をもっ

て新株予約権を発行することを、平成16年６月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。 

決議年月日 平成16年６月25日  

付与対象者の区分及び人数（名） 
取締役、監査役（10名） 

執行役員、管理職の地位にある社員（130名） 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。  

株式の数（株） 同上  

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上  

新株予約権の行使期間 同上  

新株予約権の行使の条件 同上  

新株予約権の譲渡に関する事項 同上  

代用払込みに関する事項             ― 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項             ― 



２【自己株式の取得等の状況】 

  

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

      該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

      該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

（注）当期間における取得自己株式には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。 

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

（注）当期間における保有自己株式数には、平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取りによる株式は含まれておりません。  

 【株式の種類等】 

  

 旧商法第221条第６項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び 

 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 
   

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 75 401,540 

当期間における取得自己株式  15 47,700 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式 
－ － － － 

その他 

（ － ） 
－ － － － 

保有自己株式数 15,130 － 15,145 － 



３【配当政策】 

当社は、剰余金の配当等の決定に関する方針を以下のとおり定めております。 

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な政策として位置づけ、業績をはじめ、経済金融情勢、今後の経営環境や

事業展開などを総合的に勘案のうえ、安定的かつ継続的に利益還元を図って行くことを基本方針としております。ま

た、内部留保につきましては、安定的な経営基盤を確保しつつ、コンプライアンス態勢の強化・充実など内部統制機

能の強化への投資や新規事業への投資などに充当し、企業競争力の向上を図ってまいります。 

また、当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場

合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める」旨定款に定めており、剰余金の配当等の決定機関

は取締役会であります。 

 なお、当社は、年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり年間72円の配当（うち中間期末を基

準日とする配当額36円）を実施することを取締役会にて決定いたしました。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当の内訳は以下のとおりであります。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

決議年月日 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

 平成18年11月６日 

 取締役会決議 
1,365 36 

平成19年５月10日 

 取締役会決議 
1,365 36 

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 4,080 5,610 7,580 9,670 7,880 

最低（円） 1,881 2,190 4,250 6,530 2,450 

月別 平成18年10月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年１月 平成19年２月 平成19年３月 

最高（円） 4,950 4,780 4,040 3,580 3,190 3,110 

最低（円） 4,110 3,470 2,910 2,860 2,920 2,450 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

（千株） 

代表取締役 

会長 
― 椎木 正和 昭和３年２月20日生

昭和21年10月 日本国有鉄道門司鉄道管理局入局 

(注)4  7,399 

昭和24年10月 福岡市警察局警察官拝命 

昭和34年10月 小倉市に三洋商事を創業 

昭和39年７月 有限会社三洋商事を設立 

昭和47年５月 三洋信販株式会社代表取締役社長 

昭和51年６月 朝日信販株式会社（現 朝日エン

タープライズ株式会社）代表取締

役社長 

昭和63年２月 三洋エンタープライズ株式会社代

表取締役 

平成10年４月 当社代表取締役会長（現任） 

平成11年３月 三洋信販債権回収株式会社代表取

締役会長 

平成13年５月 マイカルカード株式会社（現ポケ

ットカード株式会社）取締役会長 

平成14年11月 同社代表取締役会長兼社長 

平成15年11月 同社代表取締役会長 

代表取締役 

社長 
― 松本 睦彦 昭和20年６月７日生

昭和44年７月 株式会社住友銀行入行 

(注)4  0 

平成８年６月 同行取締役業務統括部長兼業務統

括部ＣＳ推進室長 

平成12年５月 同行常務執行役員兼個人総括部長 

平成13年４月 株式会社三井住友銀行常務取締役

兼常務執行役員個人部門副責任役

員 

平成15年６月 同行専務取締役兼専務執行役員個

人部門統括責任役員 

平成16年６月 銀泉株式会社代表取締役社長 

平成18年４月 当社特別顧問 

平成18年５月 ポケットカード株式会社取締役会

長（現任） 

平成18年６月 当社代表取締役社長（現任） 

平成18年６月 三洋信販債権回収株式会社取締役

会長（現任） 

平成18年６月 株式会社エージーカード取締役会

長（現任） 

取締役 ― 佃  亮二 昭和６年５月７日生

昭和30年４月 日本銀行入行 

(注)4  0 

昭和61年９月 日本銀行理事 

平成元年６月 株式会社福岡銀行代表取締役副頭

取 

平成３年６月 同行代表取締役頭取 

平成12年４月 同行代表取締役会長 

平成16年６月 当社取締役（現任） 

平成17年４月 株式会社福岡銀行相談役（現任） 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株） 

取締役 

常務執行役員 
人事部担当 椎木 正治 昭和42年９月10日生

平成４年４月 当社入社 

(注)4  3 

平成７年６月 Nomura Securities  

International入社 

平成11年４月 Asahi Enterprise USA, LLC代表 

平成13年６月 当社取締役（現任） 

平成18年６月 当社常務執行役員人事部担当（現

任） 

取締役 

常務執行役員 

経営企画部、

経理部、内部

統制プロジェ

クト、リスク

統括部、法務

部担当 

木山 博明 昭和25年４月３日生

昭和49年４月 株式会社三井銀行入行 

(注)4  0 

平成10年12月 株式会社さくら銀行大阪支店営業

第一部長 

平成12年７月 当社入社戦略グループ経営企画部

担当部長 

平成12年10月 当社執行役員兼経営企画部長 

平成17年６月 当社常務執行役員 戦略本部副本

部長（企画担当）兼経営企画部長 

平成18年４月 当社常務執行役員（経営企画部、

経理部、内部統制プロジェクト担

当）兼経営企画部長 

平成18年６月 当社取締役（現任） 

平成19年４月 当社常務執行役員（経営企画部、

経理部、内部統制プロジェクト、

リスク統括部、法務部担当）(現

任） 

取締役 

常務執行役員 

債権管理本部

長 
松尾 卓男 昭和28年12月30日生

昭和51年４月 当社入社 

(注)4  0 

平成７年７月 当社営業企画部部長 兼業務部長 

平成12年３月 当社東日本営業統括部長 

平成13年１月 当社執行役員営業副本部長 兼関

東事業部長 

平成14年２月 ポケットカード株式会社執行役員

営業副本部長 

平成17年５月 同社取締役 兼常務執行役員営業

グループ管掌 

平成18年５月 当社常務執行役員債権管理本部長

（現任） 

平成18年６月 当社取締役（現任） 

取締役 

執行役員 

営業本部長 

兼新規事業開

発室副担当 

山元 俊英 昭和31年10月25日生

昭和55年４月 当社入社 

(注)4  0 

平成12年７月 当社事業開発部長 

平成14年11月 住商ポケットファイナンス株式会

社代表取締役副社長（出向） 

平成16年10月 当社執行役員戦略本部副本部長 

兼市場企画部長 

平成17年２月 当社執行役員営業本部長 兼債権

管理本部長 

平成17年６月 当社常務執行役員営業本部長 兼

債権管理本部長 

平成18年５月 当社常務執行役員 営業本部長 

平成18年６月 当社取締役（現任） 

平成19年４月 当社執行役員 営業本部長 兼新

規事業開発室副担当（現任） 

常勤監査役 ― 的野 雅一 昭和18年７月６日生

昭和42年４月 株式会社西日本銀行（現 株式会

社西日本シティ銀行）入行 

(注)5  0 

平成７年10月 同行ローン業務部部長 

平成10年７月 当社入社総合企画室 

平成12年10月 当社中国事業部長 

平成15年４月 当社人材マネジメント室長 

平成15年６月 当社常勤監査役（現任） 

 



 （注）１ 取締役椎木正治氏は、代表取締役会長椎木正和氏の三男であります。 

２ 取締役佃亮二氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

３ 監査役緑川正博氏及び村松修氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

４ 平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

５ 平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

６ 平成17年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

７ 平成18年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

８ 平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

９ 所有株式数は、千株未満を切り捨てて記載しております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

（千株） 

監査役 ― 真山 泰 昭和９年６月24日生

昭和43年４月 東京弁護士会登録 

(注)6  0 
平成10年２月 真山・茶谷法律事務所開設 

平成14年４月 東京都公平委員会連合会会長 

平成14年６月 当社監査役（現任） 

監査役 ― 緑川 正博 昭和28年７月18日生

昭和55年３月 公認会計士登録 

(注)7  0 

平成２年12月 日精エー・エス・ビー機械株式会

社監査役（現任） 

平成８年１月 税理士登録 

平成18年６月 当社監査役（現任） 

監査役 ― 村松 修 昭和22年10月９日生

昭和47年７月 野村證券株式会社入社 

(注)8  ― 

平成８年９月 同社取締役 大阪支店支店長 

平成11年１月 野村ファンドネット証券株式会社

代表取締役社長 

平成16年１月 野村年金サポート＆サービス株式

会社顧問 

平成16年11月 野村證券株式会社顧問（現任） 

平成17年10月 当社顧問 

平成19年６月 当社監査役（現任） 

      計        7,407 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、コンプライアンスを堅持しつつ、全ての株主の皆様の権利を平等に保護し、株主・お客様・従業員そ

の他のステークホルダーとの円滑な関係を構築していくことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方とし

ております。この考え方を具現化するために、コンプライアンス態勢やリスク管理体制を更に強化する等、内部

統制の構築を実施しております。 

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営組織 

 当社は、執行役員制度を導入しており、業務執行においては、各担当執行役員を配置しております。また、取

締役会及び取締役会の分科委員会として指名報酬委員会を設置しており、加えて、取締役会の機能を補完するた

めに、常務会を設置しております。 

ア．取締役会 

当社の取締役会は、７名（うち社外取締役１名）という少数の取締役で構成し、十分な議論を尽くして重要

な経営上の決定を行うと同時に、業務執行の監督機能を持たせることで、迅速な経営の意思決定を行う体制と

しております。 

なお、当事業年度の取締役会の開催回数は19回であります。 

イ．取締役の定数 

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。 

ウ．常務会 

当社では、取締役会をより一層経営的判断に関する議論に専念する場とすることを目的として、常務会を設

置しております。常務会は、取締役会付議事項の事前協議や取締役会からの指示事項についてフォローを行っ

ております。 

なお、当事業年度の常務会の開催回数は13回であります。 

エ．指名報酬委員会 

当社は、指名報酬委員会において、取締役・執行役員候補者の取締役会への推薦及び取締役・執行役員の報

酬の審議を行うこととしております。 

なお、この指名報酬委員会は、これまで設置しておりました企業統治委員会を廃止し、組織報酬委員会を改

組して平成19年３月に発足したものであります。 

オ．監査の状況 

（ア）監査役監査 

当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は総員４名（うち社外監査役２名）で構成されています。

監査役は取締役会のほか常務会などの重要会議にも参加し、代表取締役等の業務について厳正な監査を行

っております。また、弁護士や公認会計士が監査役に就任しており、専門的な視点からの助言を適切に行え

るようにしております。 

また、平成19年１月より経営上の重要課題に関して取締役と監査役との定例ミーティングを３ヵ月に一度

実施し、監査役が取締役の業務執行状況を監視する機会を増やすようにしております。 

なお、当事業年度における監査役会の開催回数は８回であります。 

（イ）内部監査 

当社では、監査役による監査以外に、社長直轄部門である監査部が内部監査を行っております。 

内部監査の主な内容は、業務監査、システム監査、グループ会社監査であります。監査部が、それぞれの

監査目的に従い、会社の会計記録が正確に処理されているか、各種財産の管理保全が適正に行われている

か、会社の業務活動が法令・定款・諸規程に準拠して行われているかについてのチェックを行っておりま

す。 

また、当事業年度においては、内部監査の一段の充実を図っており、人員面では、平成18年４月時点で11

名であった監査部員を順次増強し、平成19年４月からは17名体制としており、加えて、内部監査の実施サイ

クルを見直し、12ヵ月から８ヵ月に短縮することで、内部監査の頻度を高めております。さらに、社内規程

面では、金融庁の「金融検査マニュアル」に準拠した内部監査が実行できるように、内部監査規程、内部監

査基準、内部監査マニュアルの見直しを行い、平成19年４月より施行しております。 



（ウ）監査役と内部監査部門の連携状況 

監査役は、監査部が主催する監査報告会（四半期に一度開催）やミーティングに出席するほか、必要に応

じて相互の情報交換や支援を実施するなど、密接な連携を保っております。 

（エ）会計監査人監査 

当社は、監査法人トーマツを会計監査人としております。会計監査人に対しては、期末監査だけでなく、

期中においても適正・適法な会計処理を実施できるよう緊密な連絡を取ることに努めております。 

なお、当社の会計監査人として監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。 

その他、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。 

（オ）監査役と会計監査人の連携状況 

監査役は、会計監査人が主催する監査報告会や協議会への出席のほか、必要に応じて連絡を取り合うな

ど、密接な連携を保っております。 

カ．社外役員との利害関係（人的関係・資本的関係・取引関係） 

当社と社外役員との間に、利害関係はありません。 

キ．社外役員との責任限定契約の状況 

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。 

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は10百万円または法令が定める額のいずれか高い

額、社外監査役は５百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。 

ク．社外役員の専従スタッフの配置状況 

社外取締役の専従スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて取締役会の事務局である経営企画部が適

宜対応しております。 

また、平成19年４月に、監査役監査の実効性を高め、その監査業務を円滑に遂行できるようにするために

「監査役室」を設置し、室長以下３名の人員を監査役の専従スタッフとして配置しております。 

ケ．役員報酬及び監査報酬 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬並びに会計監査人に対する監査報酬は以下の

とおりであります。 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 

指定社員 業務執行社員 

松野 雄一郎 
監査法人トーマツ 

指定社員 業務執行社員 

森谷 和正 
監査法人トーマツ 

区分 人数 

公認会計士 ４名 

会計士補 ４名 

その他 ７名 

  役員報酬の内訳       

  取締役に支払った報酬   161百万円   

   （うち、社外取締役）   （23百万円）   

  監査役に支払った報酬   26百万円   

   （うち、社外監査役）   （10百万円)  

  計   187百万円    

  監査報酬の内訳       

  
公認会計士法（昭和23年法律第103号）第

２条第１項に規定する業務に基づく報酬 
30百万円   

  上記以外の業務に基づく報酬 30百万円   

  計   60百万円    



コ．剰余金の配当等の決定機関 

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合

を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配

当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま

す。 

サ．株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めて

おります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的とするものであります。 

  

② その他のコーポレート・ガバナンス体制 

ア．コンプライアンス態勢の確立・強化 

当社は、貸金業の規制等に関する法律（昭和58年法律第32号）に違反する行為を行ったとして、平成19年１

月15日から平成19年１月26日までの間、全店における業務の全部（弁済の受領に関する業務及び債権の保全行

為に関する業務を除く）の停止という厳しい行政処分を受けました。 

この事実を、経営陣以下全社員が厳粛に受け止め、再発防止に努めることはもちろんのこと、「お客様主

義」の誠実な実践により、株主・お客様からの信頼が得られるように、また、新しい企業風土の確立に向け

て、コンプライアンス態勢の確立・強化に全力で取り組んでまいります。 

（ア）新しい企業理念の策定と理念体系の構築 

平成19年３月、企業としての存在意義と目指すべき方向性を明確化するために、「お客様主義」を基本に

据えた新しい企業理念・経営姿勢を策定いたしました。また、新しい企業理念・経営姿勢の達成に向けて、

役員・社員一人ひとりが日々誠実に実践すべき心構えや行動のあり方を行動指針にまとめました。策定にあ

たっては、平成18年11月に設置した「新中期計画策定プロジェクト」において、社員アンケートを実施し、

社員の思いを集約した他、外部識者の意見等も参考にいたしました。 

（イ）コンプライアンス態勢の強化 

平成18年10月、従来のコンプライアンス委員会を、社長を委員長とする取締役及び執行役員クラスを中心

とした12名と、社外の弁護士１名の13名体制に改組強化を図るとともに、コンプライアンス委員会を毎月開

催し、コンプライアンス態勢を強化しております。また、コンプライアンス委員会の全ての審議事項につい

ては、２ヵ月に一度取締役会に報告することとしております。 

さらに、平成18年11月には、「リスク管理部」を「リスク統括部」へ発展強化させ、コンプライアンス関

係業務を最重要担当業務として明確にし、施策の立案・推進、指導体制の強化を図りました。 

（ウ）コンプライアンス最重点推進期間の設定 

平成19年１月15日から平成19年１月26日までを、コンプライアンス最重点推進期間と定め、コンプライア

ンス意識の徹底と定着に向け、全社を挙げての法令・社内規程の勉強会や過去に発生したクレーム事案の事

例研究などを実施いたしました。 

なお、今後も継続して、コンプライアンス最重点推進期間を設定し、全社員のコンプライアンス意識の徹

底と定着を図ってまいります。 

（エ）コンプライアンスホットラインの充実 

平成18年10月、内部通報制度の窓口として、従来の社内窓口に加え社外窓口を追加設置いたしました。ま

た、平成18年12月、社員に通報先の一覧を記載した専用のカードを配布するなどし、コンプライアンスホッ

トラインを通じての自浄作用の向上を図っております。 

（オ）コンプライアンス教育・研修の充実 

全従業員を「役員・部長クラス」「課長・主任クラス」「一般社員クラス」の３階層に分け、平成19年１

月から３月にかけて外部講師を招くなどそれぞれの職位に応じた最適なコンプライアンス教育・研修を実施

しました。今後も、定期的に階層別研修を実施し、それぞれの職位に応じて必要な知識やコンプライアンス

マインドの習得を図ってまいります。 

また、昇格や人事異動等によって、新たにコンプライアンス管理者・担当者に任命された者に対しては、

リスク統括部が研修を実施し、スキルアップを図ってまいります。 



（カ）人事評価・人事制度の見直し 

人事評価については、平成18年10月より、コンプライアンスに関する項目の評価ウエイトを高めておりま

す。加えて、重大なコンプライアンス違反が生じた場合には、「評価判定会議」において、厳正な評価を行

うこととしております。 

人事制度については、平成19年４月より、コンプライアンス・オフィサー検定の取得を義務付け、監督職

昇格の必須要件といたしました。また、個人情報保護の重要性から、個人情報保護オフィサー検定の取得も

義務付けております。 

また、今後は計画的に専門職を育成し、定期的なローテーションを実施することで、同一部署に長く所属

することにより生じる不祥事リスクの軽減を図ってまいります。なお、平成19年４月から管理職者（部長、

課長）については「役職定年制」を導入しており、今後世代交代が容易になることで牽制機能を強化してま

いります。 

（キ）お客様の声を経営に活かす体制作り 

当社では、「お客様の声」（クレーム・要望・意見等）を経営の最重要情報と位置付け、社長以下関係部

長等で構成する「お客様の声会議」を平成18年11月から毎月開催しております。また平成19年２月からは、

課長クラスを中心に運営する「お客様の声討議」を週１回開催して、「お客様の声」に対しさらに迅速な対

策を講じるように努めております。 

イ．リスク管理体制 

当社では、リスク管理に関する基本的事項をリスク管理規程に定めており、管理すべきリスクを以下のとお

り７つに区分して明確にしております。 

（ア）リーガルリスク 

当社の事業活動に係る法律の制定・改廃や行政庁からの処分、あるいは、第三者からの訴訟などによって

不利益を被るリスク。 

（イ）信用リスク 

取引相手先の信用状態の悪化等により、与信取引の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスク。 

（ウ）オペレーションリスク 

不適切な内部手続き（事務管理）、人的要因、システム等から、損失が生じるリスク。 

（エ）システムリスク 

コンピューターシステムの異常停止または誤作動、システムの不備及び情報漏洩等により損失を被るリス

ク。 

（オ）セキュリティリスク 

自然災害、犯罪、顧客情報書類の紛失・盗難等により、人的・物的資産や情報資産が危機にさらされるリ

スク。 

（カ）流動性リスク 

信用失墜や財務内容の悪化等により、資金調達が困難となる、または調達コスト上昇により損失を被るリ

スク。 

（キ）レピュテーションリスク 

顧客やマーケット等において、事実と異なる風説・風評で、評判が悪化することにより損失を被るリス

ク。 

上記各リスクについて、主管部を定めて各主管部がモニタリング・管理の対応をしており、これらのリスク

を、リスク統括部が全社的視点で統括・管理をしております。 

リスク管理に際しては、各主管部がそれぞれのリスク軽減のための対応計画に対する実績・進捗状況を定期

的にリスク統括部に報告することにより、リスク統括部は全社のリスクのモニタリングを実施しております。

また、リスク統括部では、経営戦略の変更やリスク管理手法の高度化にあわせて、更なるリスク管理体制の

強化・充実に努めております。 



ウ．内部統制の構築状況と基本方針 

金融商品取引法に基づき、平成20年４月１日以後開始する事業年度から、上場会社を対象に財務報告に係る

内部統制の「評価」と「監査」を義務付ける内部統制報告制度が導入され、併せて有価証券報告書等の適正性

についての経営者の確認書の提出が義務付けられることになります。 

こうした財務報告に係る内部統制の構築に向けて、当社では平成18年４月に内部統制プロジェクトを立ち上

げ、監査法人の助言・指導を仰ぎながら、「全社統制」（適正な財務報告に向けた会社の基本方針の明確化、

適正な組織構造の構築、モニタリングの体制整備など企業全体を対象とする内部統制）、「業務処理統制」

（個々の業務処理プロセスに組み込まれ、不正な会計処理や誤処理を予防又は発見するために遂行される内部

統制）及び「ＩＴ全般統制」（ＩＴを利用した業務システムや会計システムによって作成される財務報告の信

頼性を確保するための内部統制）の３つのカテゴリーに分けて内部統制を構築中であります。 

現時点までに、当社は、全社ヒアリング、リスクの抽出及び抽出された課題の改善、並びに、文書化作業そ

の他の評価範囲の確定等を実施しております。今後につきましては、平成19年12月までに財務報告に係る評価

体制を確定し、その後、内部統制報告制度等の適用が開始される平成21年３月期に向けて、その整備・運用状

況について監査法人による監査テストを行うことを予定しております。 

なお、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を

確保するための体制についての基本方針の概要は以下のとおりであります。 

当社は、会社法第362条第４項第６号並びに会社法施行規則第100条第１項及び第３項の規定に基づき、以下

のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」という。）を整備する。な

お、本基本方針の各条項の中には、すでに実施又は導入している組織、委員会等も含まれる。 

(ア）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

a.  取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「コンプライアンス規

程」を定め、その徹底を図るために、全役職員に対し「コンプライアンスハンドブック」を配布し、定

期的に研修を実施するなど、啓蒙教育を実施する。 

b.  コンプライアンス教育・研修については、取締役から使用人までの職能段階に応じて実施する。ま

た、コンプライアンス・オフィサー検定の取得を義務化して、昇進等の基準とする。 

c.   コンプライアンス上の重要な問題の審議機関として、コンプライアンス委員会を設置し、その委員長

を社長とする。その下部に監査報告会、情報セキュリティ委員会・個人情報委員会及び評価判定会議を

置く。コンプライアンス委員会での審議事項については、２ヵ月に一度、全て取締役会に報告する。 

d.   リスク統括部は、コンプライアンス委員会の運営事務局となるほか、コンプライアンス方針の立案、

事案対応、および再発防止策の立案並びにコンプライアンスにかかる各部署の指導を通じて、当社コン

プライアンス体制の維持・向上を図る。 

e.   当社は、コンプライアンスホットラインとして社内通報制度を設けており、社内窓口のほか、中立性

を高め、もって取締役および使用人によるコンプライアンス上疑義ある行為の通報を促すため、外部機

関に委託した外部窓口も併設する。 

f.  取締役又は使用人が法令・定款違反行為又はそのおそれある行為を認識した場合、直ちに監査役会及

び取締役会に報告するものとする。法令・定款違反行為が発見された場合、重要度に応じて必要な処分

を行い、制度的・組織的改善等適切な措置を講ずる。 

g.   社長直轄の独立組織である監査部を設置し、定期的に必要な監査を実施する。 

(イ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、「情報セキュリティ標準書」及び「文書管理規程」に基づ

き、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索及び閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理す

る。 



(ウ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

a.   当社は、組織横断的なリスクを統括する部門としてリスク統括部を設置し、「リスク管理規程」を定

め、同規程に基づくリスク管理体制を構築する。 

b.  情報管理部は、情報セキュリティ及び個人情報の管理に関する業務を統括するとともに、情報セキュ

リティ委員会及び個人情報委員会の運営事務局となる。 

c.  貸金業の規制等に関する法律（昭和58年法律第32号）などの業務に関する法的変化に伴う規制リスク

については、営業本部及び債権管理本部が、規則の制定、研修の実施などその周知徹底に努める。 

d.  全社リスクの見直しを行い、対応部署・対応責任者を定め、速やかに対応するとともに、モニタリン

グを実施する。 

e.  不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を

防止する体制を整える。 

（エ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a.   取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月開

催するほか、適宜臨時に開催する。また、経営に関する重要事項については、常務会における審議を経

て、取締役会で執行決定を行う。 

b.   取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織運営管理規程」において、それぞれの責任者及

びその責任、執行手続きの詳細について定める。 

 c.  取締役会において、中期経営計画及び年度事業計画を審議し、全社的な目標として決定する。また、

取締役、監査役及び各事業部門長により構成された業績報告会議において、毎月各事業部門より業績の

レビューと改善策を報告させ、具体的な施策を実施させる。 

 d.   取締役及び執行役員の選任及び解任並びに評価及び報酬その他の人事の評価に関する事項について審

議する機関として、指名報酬委員会を置く。なお、評価及び報酬については、「報酬決定基準」に基づ

き、指名報酬委員会が決定する。 

（オ）企業集団における業務の適正を確保するための体制 

a.  グループ各社の経営管理及び内部統制システムに関しては、グループ戦略推進部を設置し、グループ

各社の事業を所管する当社の事業部門と連携のうえ、グループ各社における内部統制システムの実効性

を高める施策を実施するとともに、必要に応じてグループ各社への指導・支援を行う。 

b.  「関係会社管理規程」を定め、同規程に基づく当社への決裁・報告制度によりグループ各社の経営管

理を行う。また、必要に応じて当社監査役又は監査部が、グループ各社の監査役又は監査部門とリスク

管理、コンプライアンスについて協議の上、グループ監査を実施する。 

c.  当社とグループ各社との取引は通常の取引条件によるものとし、当社役員又は使用人と兼務するグル

ープ各社の役員は当社グループ全体の利益の見地から適切に業務執行を行うこととし、これを確保する

ため、当社とグループ各社との間の取引状況及び当社とグループ各社との間の役員の兼任状況につい

て、法令及び取引所規則等に基づき適切に開示する。 

d.  グループ戦略推進部は、当社監査役及び監査部並びに所管事業部門と協議の上、定期的にまた必要に

応じて随時モニタリング等を行い、必要がある場合には指導又は是正措置を実施する。 

（カ）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

a.   監査役職務を補助する使用人（補助使用人）からなる監査役室を、監査役・監査役会管下に置く。 

b.   補助使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、当該補助使

用人の取締役からの独立性を確保し、他部署との兼務を行わない。 

（キ）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制並びに監査役

の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

a.   取締役及び使用人は当社及びグループ各社の業務又は業績に与える重要な事項について監査役会に報

告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、又は当社及びグループ

各社に損害を及ぼす事実を知ったときは、遅滞なく報告する。また、各監査役は必要に応じて、取締役

及び使用人に対し報告を求めることができる。 

b.  監査役会に対する通知報告は、取締役会、常務会及び業績報告会議等重要な会議のほか、代表取締

役、会計監査人、監査部門、グループ各社の監査役と情報交換等を通じて行い、当社及びグループ各社

の監査の実効性を確保する。 



内部統制図 



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）及び「特定金融会社等の会計の整理に関する命令」（平成11年総理府令・大

蔵省令第32号。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）及び「特定金融会社等の会計の整理に関する命令」（平成11年総理府令・大蔵省令

第32号。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）及び当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成17

年４月１日から平成18年３月31日まで）及び当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表

について、監査法人トーマツにより監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）              

Ⅰ 流動資産              

１ 現金及び預金     45,457     59,345  

２ 営業貸付金 
※1,2 
4,7,8 

  483,511     499,370  

３ 割賦売掛金 ※３   40,379     49,938  

４ たな卸資産     7,285     9,880  

５ 繰延税金資産     12,157     2,546  

６ その他     31,234     28,083  

貸倒引当金 ※13    △42,510     △85,054  

流動資産合計     577,516 95.3   564,110 95.4 

Ⅱ 固定資産              

１ 有形固定資産              

(1）建物及び構築物   10,545     10,221    

減価償却累計額   6,826 3,719   6,899 3,321  

(2）機械装置及び運搬具   147     147    

減価償却累計額   136 11   137 9  

(3）土地     2,985     2,982  

(4) 建設仮勘定     4     ―  

(5) その他   2,899     2,786    

減価償却累計額    1,747 1,151   1,768 1,018  

有形固定資産合計     7,872 1.3   7,332 1.2 

２ 無形固定資産              

(1）ソフトウェア     5,832     8,023  

(2）その他  ※10   1,386     751  

無形固定資産合計     7,218 1.2   8,774 1.5 

３ 投資その他の資産              

(1）投資有価証券 ※５   6,451     4,971  

(2）繰延税金資産     1,190     1,238  

(3）その他 ※７   5,620     5,167  

貸倒引当金     △74     △121  

投資その他の資産合計     13,188 2.2   11,255 1.9 

固定資産合計     28,279 4.7   27,362 4.6 

資産合計     605,795 100.0   591,472 100.0 

               
 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）              

Ⅰ 流動負債              

１ 買掛金     12,819     10,711  

２ 短期借入金     13,350     20,523  

３ 一年以内返済予定の長期
借入金 

※４   67,905     78,007  

４ コマーシャル・ペーパー     4,000     25,400  

５ 一年以内償還予定の社債     23,520     19,400  

６ 未払法人税等     9,587     2,106  

７ 賞与引当金     799     796  

８ ポイント引当金     701     480  

９ 債務保証損失引当金     3,940     4,463  

10 利息返還損失引当金     4,250     ―  

11 その他     10,044     9,989  

流動負債合計     150,917 24.9   171,879 29.1 

Ⅱ 固定負債              

１ 社債     47,900     45,500  

２ 長期借入金 ※４   133,414     140,044  

３ 繰延税金負債      ―     446  

４ 退職給付引当金     754     713  

５ 役員退職慰労引当金     487     487  

６ 利息返還損失引当金     ―     52,732  

７ その他 ※10   419     295  

固定負債合計     182,976 30.2   240,220 40.6 

負債合計     333,894 55.1   412,099 69.7 

               

（少数株主持分）              

少数株主持分     28,774 4.8   ― ― 

               

（資本の部）              

Ⅰ 資本金 ※11   16,244 2.7   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金     34,191 5.6   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金     192,104 31.7   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     661 0.1   ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※12   △73 △0.0   ― ― 

資本合計     243,127 40.1   ― ― 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

    605,795 100.0   ― ― 

               
 



   
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     － －   16,268 2.7 

２ 資本剰余金     － －   34,216 5.8 

３ 利益剰余金     － －   100,486 17.0 

４ 自己株式     － －   △73 △0.0 

  株主資本合計     － －   150,897 25.5 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価差
額金 

    － －   560 0.1 

  評価・換算差額等合計     － －   560 0.1 

Ⅲ 少数株主持分     － －   27,915 4.7 

純資産合計     － －   179,373 30.3 

負債純資産合計     － －   591,472 100.0 

               



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益              

１ 営業貸付金利息     128,591     122,668  

２ 割賦購入あっせん収益     4,596     5,533  

３ 買取債権回収高     6,773     7,003  

４ 保証料収入     10,182     11,904  

５ その他の営業収益     5,541     4,596  

営業収益合計     155,685 100.0   151,706 100.0 

Ⅱ 営業費用              

１ 金融費用     5,388     5,902  

２ 債権買取原価     2,684     3,056  

３ その他の営業費用 ※１   106,900     179,969  

営業費用合計     114,973 73.9   188,928 124.5 

営業利益又は営業損失
（△） 

    40,711 26.1   △37,221 △24.5 

Ⅲ 営業外収益              

１ 受取利息   2     0    

２ 受取配当金   30     58    

３ 連結調整勘定償却額    51     ―    

４ 負ののれん償却額    ―     17    

５ 持分法による投資利益   61     14    

６ 割引利益   22     17    

７ 受取保険配当金   19     27    

８ その他の収益   136 326 0.2 117 252 0.2 

Ⅳ 営業外費用              

１  新株発行費償却   11     ―    

２ 株式交付費    ―     1    

３ リース契約解約損   6     15    

４ 自己株式買取手数料   ―     4    

５ その他の費用   30 47 0.0 4 26 0.0 

経常利益又は経常損失
（△） 

    40,990 26.3   △36,996 △24.3 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅴ 特別利益              

１ 固定資産売却益 ※２ 109     ―    

２ 投資有価証券売却益   119     209    

３ 投資有価証券受贈益   101     ―    

４ 持分変動利益   0     ―    

５ 企業年金基金解散益   251     ―    

６ その他の特別利益   26 608 0.4 0 209 0.1 

Ⅵ 特別損失              

１ 固定資産売却損   2     ―    

２ 固定資産除却損 ※３ 720     360    

３ 減損損失 ※４ 873     3    

４ 投資有価証券売却損   10     ―    

５ 投資有価証券評価損    ―     701    

６ 利息返還関連費用  ※５ ―     33,452    

７ 利息返還金   2,199     ―    

８ 特別退職金  ※７  ―     302    

９ その他の特別損失 ※６ 94 3,901 2.5 56 34,876 23.0 

税金等調整前当期純利益
又は税金等調整前当期純
損失（△） 

    37,697 24.2   △71,662 △47.2 

法人税、住民税及び事
業税 

  15,188     6,260    

法人税等調整額   △136 15,052 9.7 10,101 16,361 10.8 

少数株主利益     2,643 1.7   862 0.6 

当期純利益又は当期純
損失（△） 

    20,001 12.8   △88,886 △58.6 

               



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高     33,879

Ⅱ 資本剰余金増加高    

   増資による新株の発行   312 312

Ⅲ 資本剰余金期末残高     34,191 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高     175,402

Ⅱ 利益剰余金増加高      

   当期純利益    20,001 20,001

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 配当金   2,912  

２ 連結子会社減少に伴う
減少高 

  387 3,300 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     192,104 

       



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年11月の取締役会決議による中間配当でありま

す。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

16,244 34,191 192,104 △73 242,466 

連結会計年度中の変動額          

新株の発行 24 24     49 

剰余金の配当（注）     △2,730   △2,730 

当期純損失     △88,886   △88,886 

自己株式の取得       △0 △0 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

24 24 △91,617 △0 △91,569 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

16,268 34,216 100,486 △73 150,897 

 
評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評価差額金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

661 28,774 271,901 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行     49 

剰余金の配当（注）     △2,730 

当期純損失     △88,886 

自己株式の取得     △0 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△100 △858 △959 

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△100 △858 △92,528 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

560 27,915 179,373 



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１ 税金等調整前当期純利益又は税金等調
整前当期純損失（△） 

  37,697 △71,662 

２ 減価償却費   3,216 3,294 

３ 減損損失   873 3 

４ 連結調整勘定償却額   △51 ― 

５ 負ののれん償却額    ― △17 

６ 受取利息及び受取配当金   △33 △58 

７ 持分法による投資損益 
（投資利益：△） 

  △61 △14 

８ 投資有価証券売却益   △119 △209 

９ 投資有価証券評価損   ― 701 

10 固定資産売却損益（売却益：△）   △107 ― 

11 貸倒引当金の増減額（減少：△）   1,474 42,590 

12 ポイント引当金の増減額（減少：△）    211 △221 

13 債務保証損失引当金の増減額 
（減少：△） 

  753 523 

14 利息返還損失引当金の増減額 
（減少：△） 

  4,250 48,482 

15 退職給付引当金の増減額（減少：△）   △668 △41 

16 営業貸付金の増減額（増加：△）   △34,022 △15,858 

17 営業債権の増減額（増加：△）   △7,042 △10,036 

18 たな卸資産の増減額（増加：△）   △2,635 △2,594 

19 営業債務の増減額（減少：△）   △1,666 △2,107 

20 その他   △1,762 3,672 

小計   304 △3,554 

21 利息及び配当金の受取額   32 58 

22 法人税等の支払額   △12,416 △13,602 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △12,078 △17,098 

 



 （注） 連結キャッシュ・フロー計算書の△は、現金及び現金同等物の流出を示しております。 

   
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１ 有形固定資産の取得による支出   △780 △604 

２ 有形固定資産の売却による収入   304 ― 

３ 無形固定資産の取得による支出   △2,521 △3,266 

４ 投資有価証券の取得による支出   △51 ― 

５ 投資有価証券の売却による収入   182 769 

６ 差入保証金の差入による支出   △91 △50 

７ 差入保証金の回収による収入   155 222 

８ その他の収支（純額）   △503 △257 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △3,305 △3,187 

       

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１ コマーシャル・ペーパー発行・償還に
よる収支（純額） 

  4,000 21,400 

２ 短期借入・返済による収支（純額）   187 7,173 

３ 長期借入れによる収入   80,800 90,130 

４ 長期借入金の返済による支出   △88,010 △73,397 

５ 社債の発行による収入   10,907 16,911 

６ 社債の償還による支出   △5,920 △23,520 

７ 株式の発行による収入   624 49 

８ 自己株式の取得・売却による収支 
（純額） 

  △16 △0 

９ 連結子会社による連結子会社自己株式
の取得・売却による収支（純額） 

  △2 △1,292 

10 親会社による配当金の支払額   △2,913 △2,692 

11 少数株主への配当金の支払額   △477 △585 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △822 34,175 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △1 △2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
（減少：△） 

  △16,208 13,887 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   61,725 45,457 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減
少額 

  △59 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  ※１ 45,457 59,345 

       



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社はポケットカード株式会

社、株式会社エージーカード、三洋

信販債権回収株式会社及び三洋アセ

ットマネジメント有限会社の４社で

あります。 

なお、前連結会計年度において連結

子会社でありました三洋エンタープ

ライズ株式会社は、重要性が無くな

ったため、連結の範囲から除外して

おります。 

(1）連結子会社はポケットカード株式会

社、株式会社エージーカード、三洋

信販債権回収株式会社及び三洋アセ

ットマネジメント有限会社の４社で

あります。 

  (2）非連結子会社は株式会社シー・ヴ

ィ・シー、三洋エンタープライズ株

式会社の２社であります。 

(2）      同左 

  （連結の範囲から除いた理由）  

  非連結子会社は小規模であり、総資

産、営業収益、当期純損益及び利益

剰余金等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため

であります。 

 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用関連会社は住商ポケット

ファイナンス株式会社の１社であり

ます。 

(1）      同左 

  (2）持分法を適用していない非連結子会

社(株式会社シー・ヴィ・シー、三洋

エンタープライズ株式会社の２社)は

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外しております。 

(2）      同左 

  (3）持分法適用会社の決算日は連結決算

日と一致しております。 

(3）      同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る会社は次のとおりであります。  

  会社名 ポケットカード株式会社 

  決算日 ２月28日 

上記連結子会社については、連結子会社

の決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。 

ただし、連結決算日との間に生じた重要

な取引については連結上必要な調整を行

なっております。 

        同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

決算期末日現在の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全

部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

決算期末日現在の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

  ｂ 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 ｂ 時価のないもの 

     同左 

  ② たな卸資産 ② たな卸資産 

  ａ 買取債権 

  個別法による原価法 

同左 

  ｂ 貯蔵品 

  終仕入原価法 

  

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

     定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

同左 

      建物及び構築物   ７～50年  

      機械装置及び運搬具 ３～20年  

      その他（器具備品） ６～８年  

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法によっております。なお、

ソフトウェア（自社利用分）につ

いては社内における利用可能期間

（主に５年）に基づく定額法によ

っております。 

定額法によっております。なお、

ソフトウェア（自社利用分）につ

いては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によって

おります。 

  ③ 長期前払費用 

定額法によっております。 

③ 長期前払費用 

同左 

  (3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法 

   ① 社債発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

 ① 社債発行費 

同左 

   ② 新株発行費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

 ② 株式交付費 

支出時に全額費用として処理して

おります。 

  (4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込額を計上して

おります。 

同左 

  ａ 一般債権  

  貸倒実績率法によっております。 

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

  財務内容評価法によっておりま

す。 

 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備えるため当

連結会計年度に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

同左 

  ③ ポイント引当金 ③ ポイント引当金 

  連結子会社の内１社は、カード利

用促進を目的とするポイント制度

に基づき、カード会員に付与した

ポイントによる費用負担に備える

ため、当連結会計年度末における

費用負担見込額を計上しておりま

す。 

同左     

  ④ 債務保証損失引当金 ④ 債務保証損失引当金 

  当社と連結子会社の内１社は、債

務保証に係る損失に備えるため、

当連結会計年度末における損失発

生見込額を計上しております。 

同左 

  ⑤ 利息返還損失引当金 

当社と連結子会社の内１社は、利

息制限法上の上限金利を超過して

支払われた利息の返還による損失

に備えるため、当連結会計年度末

における損失発生見込額を計上し

ております。 

（追加情報） 

従来、利息制限法の上限金利を超

過して支払われた利息の返還によ

る損失については、返還時に損失

処理しておりましたが、『「貸金

業の規制等に関する法律」のみな

し弁済規定の適用に係る 高裁判

決を踏まえた消費者金融会社等に

おける監査上の留意事項につい

て』（平成18年３月15日 日本公

認会計士協会審理情報No.24号）に

基づき、当連結会計年度より期末

における損失発生見込額を営業費

用に計上することとしました。 

この結果、従来の方法によった場

合に比べ、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益がそれ

ぞれ4,250百万円減少しておりま

す。 

⑤ 利息返還損失引当金 

当社と連結子会社の内２社は、利

息制限法の上限金利を超過して支

払われた利息の返還による損失に

備えるため、当連結会計年度末に

おける損失発生見込額を計上して

おります。 

（追加情報） 

従来、『「貸金業の規制等に関す

る法律」のみなし弁済規定の適用

に係る 高裁判決を踏まえた消費

者金融会社等における監査上の留

意事項について』（平成18年３月

15日 日本公認会計士協会 審理

情報No.24号）に基づき、将来の利

息返還金相当額を「利息返還損失

引当金」として計上しておりまし

たが、「消費者金融会社等の利息

返還請求による損失に係る引当金

の計上に関する監査上の取扱い」

（平成18年10月13日 日本公認会

計士協会 業種別委員会報告第37

号）が公表されたことに伴い、引

当金の見積方法を変更いたしまし

た。 

この結果、従来の方法に比較し

て、営業損失及び経常損失が

44,912百万円増加、税金等調整前

当期純損失が78,364百万円増加し

ております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

         なお、当連結会計年度の期首時点

における当該報告に基づく変更後

の見積方法による引当金計上額と

前連結会計年度の見積方法による

引当金計上額との差額33,452百万

円を特別損失の「利息返還関連費

用」に計上しております。 

  ⑥ 退職給付引当金 ⑥ 退職給付引当金 

  当社と連結子会社の内２社は従業

員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の額に基づき、当

連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。 

当社と連結子会社の内２社は従業

員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の額に基づき、当

連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。 

  なお、過去勤務債務は発生時に一

括処理し、数理計算上の差異は主

として翌連結会計年度に一括処理

しております。 

なお、過去勤務債務は発生時に一

括処理し、数理計算上の差異は主

として翌連結会計年度に一括処理

しております。 

  （追加情報） 

当社は退職給付制度のうち９割を

基金型確定給付企業年金制度（三

洋信販企業年金基金）、１割を確

定拠出年金制度に設定しておりま

したが、厚生労働大臣より平成18

年２月28日付で三洋信販企業年金

基金の解散の認可を受け、同日を

持って解散し、平成18年３月１日

から確定拠出型年金制度に全面移

行いたしました。また、この移行

に伴う経過措置として、平成18年

３月31日現在で満50歳以上の従業

員を対象に退職一時金制度を設定

しました。当社は「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）

を適用し、退職給付制度の終了の

処理を行っております。この解散

に伴う影響額251百万円を「企業年

金基金解散益」として特別利益に

計上しております。 

 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ⑦ 役員退職慰労引当金 ⑦ 役員退職慰労引当金 

  当社と連結子会社の内１社は、役

員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく制度廃止時の支

給予定額を計上しております。 

なお、当制度は当社においては平

成11年６月末に、連結子会社の内

１社においては平成13年５月22日

をもって廃止となり、「役員退職

慰労引当金」は制度適用期間中か

ら在任している役員に対する支給

予定額であります。 

同左 

  (5）収益及び費用の計上基準 (5）収益及び費用の計上基準 

  ① 営業貸付金利息 ① 営業貸付金利息 

  営業貸付金利息は発生基準により

計上しております。なお、当社は

営業貸付金に係る未収利息につい

ては、利息制限法利率又は当社約

定利率のいずれか低い方により計

上しております。 

同左 

  ② 割賦購入あっせん収益 ② 割賦購入あっせん収益 

  (a）総合あっせん (a）総合あっせん 

  (ⅰ)顧客手数料……期日到来基準

による残債方

式または７・

８分法 

同左 

  (ⅱ)加盟店手数料…発生基準  

  (b）個品あっせん (b）個品あっせん 

  (ⅰ)顧客手数料……期日到来基準

による残債方

式 

同左 

  (ⅱ)加盟店手数料…発生基準  

   （注）計上方法の主な内容は次のとお

りであります。 

 

  残債方式……元本残高に対し

て、一定の料率で

手数料を算出し、

期日到来のつど収

益計上する方法 

 

  ７・８分法…手数料総額を分割

回数の積数で按分

し、期日到来のつ

ど収益計上する方

法 

 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (6）重要なリース取引の処理方法 (6）重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

同左 

  (7）重要なヘッジ会計の方法 (7）重要なヘッジ会計の方法 

  ① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 ① 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

  原則として、繰延ヘッジ処理によ

っております。 

ただし、特例処理の要件を満たす

金利スワップについては特例処理

を採用し、振当処理の要件を満た

す為替予約については振当処理を

採用しております。 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ、為替

予約 

同左 

  ヘッジ対象…変動金利の金融債務等 

  ③ ヘッジ方針 

社内規程に基づき、金利変動リス

クが資金調達コスト(支払利息)に

及ぼす影響及び為替変動リスクが

外貨建取引に及ぼす影響を回避す

るため、ヘッジを行う方針であり

ます。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー

変動の累計又は相場変動とヘッジ

手段のキャッシュ・フロー変動の

累計又は相場変動を半期毎に比較

し、両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評価しており

ます。 

ただし、特例処理によっている金

利スワップについては、有効性の

評価を省略しております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  (8）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

(8）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

   消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象外消

費税等は、主として発生連結会計

年度の期間費用として処理してお

ります。 

同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、部分時価評価法によっております。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定は５年間で均等償却してお

ります。 

ただし、重要性がないものについては発

生年度に全額償却しております。 

       ―――――        

７ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 ――――― のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行って

おります。 

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分又は損失処理について、連結会計年度

中に確定した利益処分又は損失処理に基

づいて作成しております。 

――――― 

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わな

い短期的な投資を計上しております。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）  ――――― 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益が873百万円減少して

おります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 

 ――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  

    当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しております。 

   これまでの資本の部の合計に相当する金額は151,457百

万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（連結損益計算書） （連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他の費

用」に含めて表示しておりました「新株発行費償却」

は、当連結会計年度において営業外費用の合計額の100分

の10を超えることとなったため、区分掲記することに変

更致しました。 

 なお、前連結会計年度における「新株発行費償却」の

金額は6百万円であります。  

１ 前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から

「負ののれん償却額」と表示しております。 

２ 前連結会計年度において「新株発行費償却」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「株式

交付費」と表示しております。 

３ 前連結会計年度において区分掲記しておりました特

別利益の「持分変動利益」は、当連結会計年度にお

いて金額が僅少となったため、「その他の特別利

益」に含めて記載しております。 

  なお、当連結会計年度における「持分変動利益」の

金額は0百万円であります。 

  （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「負の

のれん償却額」と表示しております。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 個人向け無担保貸付金463,075百万円を含んでおり

ます。 

※１ 個人向け無担保貸付金480,493百万円を含んでおり

ます。 

※２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった資産の額 ※２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった資産の額

営業貸付金 83,817百万円 営業貸付金 40,912百万円

※３ 割賦売掛金の残高は次のとおりであります。 ※３ 割賦売掛金の残高は次のとおりであります。 

部門別 金額（百万円） 

総合あっせん 39,823 

個品あっせん 556 

合計 40,379 

部門別 金額（百万円） 

総合あっせん 49,464 

個品あっせん 474 

合計 49,938 

※４ 担保に供している資産とこれに対応する債務は次

のとおりであります。 

※４ 担保に供している資産とこれに対応する債務 

(1）担保に供している資産   担保に供している資産はありませんが、営業貸付

金983百万円について、債権譲渡予約契約を締結し

ており、これに対応する債務は長期借入金983百万

円（うち１年以内返済予定額658百万円）でありま

す。 

営業貸付金 1,327百万円

(2）対応する債務 

長期借入金 500百万円 

（うち１年以内返済予定額） (500百万円)

 

   上記のほか、営業貸付金1,753百万円について債権

譲渡予約契約を締結しており、これに対応する債

務は長期借入金1,753百万円（うち１年以内返済予

定額770百万円）であります。  

 

※５ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

※５ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

投資有価証券（株式） 527百万円 投資有価証券（株式） 542百万円

 ６ 保証債務  ６ 保証債務 

保証業務に係る保証債務残高    

保証残高 137,702百万円

債務保証損失引当金 3,940百万円

差引保証債務 133,761百万円

保証業務に係る保証債務残高    

保証残高 150,493百万円

債務保証損失引当金 4,463百万円

差引保証債務 146,029百万円

※７ 不良債権の状況 ※７ 不良債権の状況 

資産の流動化に伴うオフバランス前の営業貸付金

567,329百万円に対する不良債権の状況を開示して

おります。 

資産の流動化に伴うオフバランス前の営業貸付金

540,283百万円に対する不良債権の状況を開示して

おります。 

区分 金額（百万円） 

破綻先債権 453 

延滞債権 3,690 

３ヵ月以上延滞債権 10,832 

貸出条件緩和債権 33,715 

合計 48,692 

区分 金額（百万円） 

破綻先債権 395 

延滞債権 18,831 

３ヵ月以上延滞債権 12,811 

貸出条件緩和債権 35,000 

合計 67,039 

 



前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

（注）１ 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延

が相当期間継続していることその他の事由に

より元本又は利息の取り立て又は弁済の見込

みがないものとして、未収利息を計上しなか

った貸付金（以下、「未収利息不計上貸付

金」）のうち、破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権であります。 

（注）１        同左 

２ 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないものであります。 

２        同左 

３ ３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支

払が、約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延

している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権

に該当しないものであります。 

３        同左 

４ 貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促

進することなどを目的に、利息の支払猶予

等、債務者に有利となる取決めを行った貸付

金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上

延滞債権に該当しないものであります。 

４        同左 

※８ 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約 ※８ 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約 

営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビング方

式による契約（極度借入基本契約）であります。 

同契約は一定の利用限度枠を決めておき、契約上

規定された条項に違反がない限り、その範囲で繰

返し融資を行なう契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高は、当連結会計年度

末において、1,613,164百万円（当連結会計年度末

に残高のない顧客の融資未実行残高1,511,592百万

円を含む）であります。 

なお、同契約は融資実行されずに終了するものも

あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに

影響を与えるものではありません。また、同契約

には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由

があるときは、利用限度枠の範囲内であっても、

当社及び連結子会社が融資の拒絶又は利用限度枠

を減額することができる旨の条項がつけられてお

り、そのために契約後も継続的な与信保全上の措

置等を講じております。 

営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビング方

式による契約（極度借入基本契約）であります。 

同契約は一定の利用限度枠を決めておき、契約上

規定された条項に違反がない限り、その範囲で繰

返し融資を行なう契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高は、当連結会計年度

末において、1,590,333百万円（当連結会計年度末

に残高のない顧客の融資未実行残高1,414,154百万

円を含む）であります。 

なお、同契約は融資実行されずに終了するものも

あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

社及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに

影響を与えるものではありません。また、同契約

には、顧客の信用状況の変化、その他相当の事由

があるときは、利用限度枠の範囲内であっても、

当社及び連結子会社が融資の拒絶又は利用限度枠

を減額することができる旨の条項がつけられてお

り、そのために契約後も継続的な与信保全上の措

置等を講じております。 

 ９ 当社及び連結子会社のうち３社においては、当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。   

 ９ 当社及び連結子会社のうち３社においては、当座

貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これらの契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。   

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
20,700百万円 

借入実行残高 4,200百万円 

差引額 16,500百万円 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
16,500百万円 

借入実行残高 7,400百万円 

差引額 9,100百万円 

※10 固定負債の「その他」には、連結調整勘定106百万

円が含まれております。 

※10 無形固定資産の「その他」には、のれん157百万円

と負ののれん55百万円の相殺後の金額102百万円が

含まれております。 

 



前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※11 当社の発行済株式総数は、37,939千株であります。 ※11         ―――――           

※12 自己株式の保有数 ※12         ―――――           

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、以下のとおりであります。 

普通株式 15千株 

※13         ―――――           ※13 貸倒引当金のうち51,098百万円は営業貸付金に優

先的に充当されると見込まれる利息返還見積額で

あります。               



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ その他の営業費用の主要項目 ※１ その他の営業費用の主要項目 

広告宣伝費 7,268百万円 

ポイント引当金繰入額  701百万円 

貸倒引当金繰入額 37,255百万円 

貸倒損失 433百万円 

債務保証損失引当金繰入額 3,934百万円 

利息返還損失引当金繰入額 4,250百万円 

支払手数料 9,790百万円 

従業員給料手当 9,889百万円 

賞与引当金繰入額 804百万円 

退職給付費用 437百万円 

その他人件費 2,706百万円 

賃借料 4,984百万円 

減価償却費 3,216百万円 

通信費 3,210百万円 

電算業務委託料 3,633百万円 

広告宣伝費 4,882百万円 

ポイント引当金繰入額  480百万円 

貸倒引当金繰入額 77,122百万円 

貸倒損失 515百万円 

債務保証損失引当金繰入額 4,463百万円 

利息返還損失引当金繰入額 38,550百万円 

支払手数料 10,306百万円 

従業員給料手当 9,855百万円 

賞与引当金繰入額 796百万円 

退職給付費用 308百万円 

その他人件費 2,691百万円 

賃借料 4,700百万円 

減価償却費 3,294百万円 

通信費 3,048百万円 

電算業務委託料 4,886百万円 

※２ 固定資産売却益の主要項目 

土地 109百万円 

※２         ―――――           

※３ 固定資産除却損の主要項目 ※３ 固定資産除却損の主要項目 

建物及び構築物 420百万円 

投資その他の資産（その他） 199百万円 

建物及び構築物 231百万円 

器具備品 44百万円 

※４ 減損損失 ※４ 減損損失 

当社グループは、当連結会計年度において次のと

おり減損損失を計上しております。 

当社グループは、当連結会計年度において次のと

おり減損損失を計上しております。 

(1)減損損失を認識した資産 (1)減損損失を認識した資産 

場所 用途 種類 

 大阪府  賃貸資産 計３件  土地及び建物等

 福岡県  賃貸資産 計３件   土地等  

 大分県  賃貸資産  土地等  

 鹿児島県  賃貸資産  土地等  

場所 用途 種類 

 福岡県  遊休資産  土地 

(2)資産をグルーピングした方法 (2)資産をグルーピングした方法 

当社グループは、管理会計上の区分（事業）を基

礎としてグルーピングを行っております。但し、

消費者金融事業については管理会計上の区分であ

る一定の地域等を基礎とした地区、賃貸用不動産

については各資産をグルーピングの 小単位とし

ております。 

同左 

(3)減損損失の認識に至った経緯 (3)減損損失の認識に至った経緯 

一部の賃貸用不動産において、稼働率の低下及び

時価の著しい下落が確認されたため減損損失を認

識しております。 

遊休不動産の一部において、時価の著しい下落が

確認されたため減損損失を認識しております。 

 



前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(4)減損損失の金額 (4)減損損失の金額 

建物及び構築物 271百万円 

土地 602百万円 

有形固定資産（その他） 0百万円 

合計 873百万円 

土地 3百万円 

(5)回収可能価額の算定方法 (5)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、不動産鑑定士による鑑定評価額または路線価

等に基づいて評価しております。 

同左 

※５         ―――――           ※５ 利息返還関連費用の内訳             

  利息返還損失引当金繰入額 21,497百万円 

貸倒引当金繰入額  11,954百万円 

※６ その他の特別損失の主要項目 ※６ その他の特別損失の主要項目 

貯蔵品廃棄損 55百万円 貯蔵品廃棄損 40百万円 

※７         ―――――           ※７ 当社が当連結会計年度に実施した店舗統廃合に伴

い、退職を希望した従業員に対して支給した割増

退職金302百万円を「特別退職金」として特別損失

に計上しております。             



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１ 普通株式の発行済株式総数の増加９千株は、新株予約権（新株引受権を含む。）の権利行使による新株の発

行による増加であります。  

   ２  普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式        

普通株式 （注）１ 37,939 9 ― 37,949 

合計 37,939 9 ― 37,949 

自己株式        

普通株式 （注）２ 15 0 ― 15 

合計 15 0 ― 15 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
  配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成年18月６日24日 

定時株主総会 
普通株式 1,365 36.0 平成18年３月31日 平成18年６月26日 

平成18年11月６日 

取締役会 
普通株式 1,365 36.0 平成18年９月30日 平成18年12月18日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成19年５月10日 

取締役会 
普通株式 1,365 利益剰余金 36.0 平成19年３月31日 平成19年６月12日

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定と一致しております。 

  45,457百万円 

現金及び預金勘定と一致しております。 

  59,345百万円 



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（借主側） （借主側） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 

（百万円） 
 
減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

 
期末残高 
相当額 

（百万円）

建物 544   330   214 

器具備品 5,641   3,355   2,285 

ソフトウェア 45   21   24 

合計 6,231   3,707   2,524 

 
取得価額 
相当額 

（百万円）
 
減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

 
期末残高 
相当額 

（百万円）

建物 530   255   274 

器具備品 4,127   2,121   2,005 

ソフトウェア 44   22   21 

合計 4,701   2,399   2,302 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,124百万円 

１年超 1,441百万円 

合計 2,565百万円 

１年以内 771百万円 

１年超 1,561百万円 

合計 2,333百万円 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,562百万円 

減価償却費相当額 1,481百万円 

支払利息相当額 53百万円 

支払リース料 1,309百万円 

減価償却費相当額 1,247百万円 

支払利息相当額 51百万円 

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

・利息相当額の算定方法 ・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年以内 75百万円 

１年超 23百万円 

合計 98百万円 

１年以内 111百万円 

１年超 54百万円 

合計 165百万円 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 
     

(1) 株式 1,364 2,616 1,252 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 1,364 2,616 1,252 

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 
     

(1) 株式 852 573 △278 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 852 573 △278 

合計 2,217 3,190 973 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

182 119 10 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社及び関連会社株式  

① 非連結子会社株式 60 

② 関連会社株式 467 

合計 527 

(2）その他有価証券  

非上場株式 2,712 

投資事業組合への出資 20 

合計 2,732 



当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの 
     

(1) 株式 1,399 2,536 1,136 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 1,399 2,536 1,136 

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの 
     

(1) 株式 859 470 △388 

(2) 債券 ― ― ― 

(3) その他 ― ― ― 

小計 859 470 △388 

合計 2,258 3,007 748 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

769 209 ― 

内容 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）子会社及び関連会社株式  

① 非連結子会社株式 60 

② 関連会社株式 482 

合計 542 

(2）その他有価証券  

非上場株式 1,408 

投資事業組合への出資 12 

合計 1,421 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

 「第５ 経理の状況」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(7）重要なヘッジ会計の方法」

をご参照下さい。 

２ 取引の時価等に関する事項 

 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記

の対象から除いております。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

 「第５ 経理の状況」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(7）重要なヘッジ会計の方法」

をご参照下さい。 

２ 取引の時価等に関する事項 

 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を行なっておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記

の対象から除いております。 



（退職給付関係） 

次へ 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 １ 採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、適格退職年金制度、退職一

時金制度及び確定拠出型年金制度を設定している

他、早期退職者へ割増退職金を支給する制度とし

て、早期退職優遇制度を設けております。 

同左 

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 △1,107百万円 

② 年金資産 436百万円 

③ 未積立退職給付債務（①＋②） △671百万円 

④ 未認識数理計算上の差異 △83百万円 

⑤ 連結貸借対照表計上額純額 

（③＋④） 
△754百万円 

⑥ 前払年金費用 ―百万円 

⑦ 退職給付引当金（⑤－⑥） △754百万円 

① 退職給付債務 △1,054百万円 

② 年金資産 452百万円 

③ 未積立退職給付債務（①＋②） △602百万円 

④ 未認識数理計算上の差異 △90百万円 

⑤ 連結貸借対照表計上額純額 

（③＋④） 
△692百万円 

⑥ 前払年金費用 △20百万円 

⑦ 退職給付引当金（⑤－⑥） △713百万円 

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 211百万円

② 利息費用 65百万円

③ 期待運用収益 △5百万円

④ 数理計算上の差異の処理額 18百万円

⑤ 過去勤務債務の処理額(注１) 81百万円

⑥ 確定拠出型年金掛金 63百万円

⑦ 臨時に支払った割増退職金等 6百万円

⑧ 企業年金基金解散に伴う利益 △251百万円

⑨ 退職給付費用 

(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧)  
189百万円

うち非連結対象会社負担額(注２) △3百万円

連結損益計算書計上退職給付費用 185百万円

  

① 勤務費用 88百万円

② 利息費用 17百万円

③ 期待運用収益 △4百万円

④ 数理計算上の差異の処理額 △23百万円

⑤ 確定拠出型年金掛金 230百万円

⑥ 臨時に支払った割増退職金等 303百万円

⑦ 退職給付費用 

(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥)    
611百万円

（注）１ 当社において、平成18年３月31日現在で満50歳

以上の従業員を対象に退職一時金制度を設定し

たことによるものであります。 

 

   ２ 当社より非連結対象会社へ出向している者に対

する退職給付費用（出向先負担分）を控除して

おります。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

① 退職給付見込額の期間配分方法 ① 退職給付見込額の期間配分方法 

期間定額基準を採用しております。 同左 

② 割引率              1.5～2.0％ ② 割引率               1.5～2.0％ 

③ 期待運用収益率          0.1～1.0％ ③ 期待運用収益率               1.0％ 

④ 数理計算上の差異の処理年数 ④ 数理計算上の差異の処理年数 

主として翌連結会計年度に一括処理しております。

一部の子会社は、発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数による定額法により、翌連結

会計年度から費用処理しております。 

同左 

⑤ 過去勤務債務の処理年数 ⑤ 過去勤務債務の処理年数 

発生時に一括処理しております。 同左 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 

取締役４名 

執行役員、給与規程による

職務等級基準に基づく管理

職97名 

取締役、監査役10名 

執行役員、管理職の地位に

ある社員130名 

ストック・オプション数 普通株式 264,000株 普通株式 357,000株 

付与日 平成13年７月３日 平成16年７月12日 

権利確定条件 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

対象勤務期間 特に定めはありません。 特に定めはありません。 

権利行使期間 
 平成14年7月１日～平成18

年６月30日 

平成17年7月１日～平成21年

６月30日 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株） ― ― 

前連結会計年度末 ― ― 

付与 ― ― 

失効 ― ― 

権利確定 ― ― 

未確定残 ― ― 

権利確定後      （株）     

前連結会計年度末 40,700 315,500 

権利確定 ― ― 

権利行使 9,700 ― 

失効 31,000 12,000 

未行使残 ― 303,500 

 
平成13年 

ストック・オプション 
平成16年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 5,055 6,722 

行使時平均株価     （円） 6,097 ― 

公正な評価単価（付与日）（円） ― ― 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）  

(1）繰延税金資産（流動）  

貸倒損失の自己否認額 4,421百万円

貸倒引当金の繰入限度超過額 2,956百万円

利息返還損失引当金の繰入否

認額 
1,717百万円

債務保証損失引当金の繰入否

認額 
1,593百万円

事業税 736百万円

その他 732百万円

繰延税金資産（流動）合計 12,157百万円

   
   

(2）繰延税金資産（固定）  

土地評価損計上否認額 675百万円

退職給付引当金の繰入否認額 302百万円

役員退職慰労引当金の繰入否

認額 
196百万円

その他 479百万円

繰延税金資産（固定）小計 1,654百万円

その他有価証券評価差額金 101百万円

 繰延税金資産（固定）合計 1,756百万円

繰延税金資産の総合計 13,914百万円

   

（繰延税金負債）  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 494百万円

特別償却準備金 71百万円

繰延税金負債の総合計 565百万円

   

繰延税金資産（又は負債）の

純額 
13,348百万円

（繰延税金資産）  

(1）繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金の繰入限度超過額 18,315百万円

貸倒損失の自己否認額 4,623百万円

債務保証損失引当金の繰入否  

認額 
1,804百万円

賞与引当金の繰入否認額 322百万円

その他 564百万円

繰延税金資産（流動）小計 25,630百万円

 評価性引当額 △23,083百万円

繰延税金資産（流動）合計 2,546百万円

   

(2）繰延税金資産（固定）  

利息返還損失引当金の繰入否

認額 
21,308百万円

土地評価損計上否認額 675百万円

投資有価証券評価損 296百万円

その他 1,074百万円

繰延税金資産（固定）小計 23,355百万円

評価性引当額 △22,080百万円

 繰延税金資産（固定）合計 1,274百万円

繰延税金資産の総合計 3,821百万円

   

（繰延税金負債）  

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 446百万円

特別償却準備金 36百万円

繰延税金負債の総合計 483百万円

   

繰延税金資産（又は負債）の

純額 
3,338百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため注記を省略しております。 

法定実効税率 △40.4 ％ 

 （調整）    

 評価性引当額の増減額 63.0 ％ 

益金不算入の受取配当金 △0.5 ％ 

住民税均等割等  0.2 ％ 

その他  0.5 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率  
22.8 ％ 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 金融サービス事業の営業収益，営業利益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益、営業利益及び全セグ

メントの資産の金額の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 金融サービス事業の営業収益，営業利益及び資産の金額は、全セグメントの営業収益、営業利益及び全セグ

メントの資産の金額の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１ 親会社及び法人主要株主等 

 （注） 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。（但し「差入保証

金」「預り保証金」の期末残高は消費税等を含んでおりません。） 

＜取引条件及び取引条件の決定方針＞ 

(1) 朝日エンタープライズ株式会社からの不動産の賃借に係る差入保証金・家賃については、不動産鑑定士による鑑定

評価額を基に検討のうえ決定しております。 

(2) 朝日エンタープライズ株式会社への不動産の賃貸については、近隣の取引情勢に基づいて、一般的取引条件と同様

に決定しております。 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 役員及び個人主要株主等 

 （注）１ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。（但し「差入保証

金」「預り保証金」の期末残高は消費税等を含んでおりません。） 

    ２ 当社代表取締役椎木正和氏の近親者及び当社取締役椎木正治氏の合計で議決権の100％を直接保有しており

ます。 

＜取引条件及び取引条件の決定方針＞ 

(1) 朝日エンタープライズ株式会社からの不動産の賃借に係る差入保証金・家賃については、不動産鑑定士による鑑定

評価額を基に検討のうえ決定しております。 

(2) 朝日エンタープライズ株式会社への不動産の賃貸については、近隣の取引情勢に基づいて、一般的取引条件と同様

に決定しております。 

属性 名称 所在地 
資本金 

(百万円)
事業の内容 

議決権等  
の所有 

（被所有）
割合（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

その他の

関係会社

（当該そ

の他の関

係会社の

親会社を

含む） 

朝日エン

タープラ

イズ株式

会社 

福岡市

博多区 
63 

不動産の売

買・管理及

び生命保

険・損害保

険代理 

（被所有） 

直接：24.9 

兼任 

２名 

不動産

の賃貸

借 

不動産 

の賃借 
208 

差入保証金 154 

前払費用 18 

不動産 

の賃貸 
38 

預り保証金 8 

前受収益 3 

属性 名称 所在地 
資本金 

(百万円)
事業の内容 

議決権等 
の所有  

（被所有）
割合（％） 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等 

朝日エン

タープラ

イズ株式

会社 

福岡市

博多区 
63 

不動産の売

買・管理及

び生命保

険・損害保

険代理 

（被所有） 

直接：25.2 

兼任 

１名 

不動産

の賃貸

借 

不動産 

の賃借 
214 

差入保証金 154 

前払費用 18 

不動産 

の賃貸 
36 

預り保証金 8 

前受収益 1 



（１株当たり情報） 

（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額      6,410円85銭

１株当たり当期純利益       528円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    527円13銭  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額      3,992円66銭

１株当たり当期純損失      2,343円31銭

 
前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円） ― 179,373 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） ― 27,915 

（うち少数株主持分） （―） （27,915）  

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） ― 151,457 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（千株） 
― 37,934 

 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

（△） 
    

当期純利益又は当期純損失（百万円） 20,001 △88,886 

普通株主に帰属しない金額（百万円）  － ― 

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に係る当

期純損失（△）（百万円） 
20,001 △88,886 

期中平均株式数（千株） 37,862 37,932 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（百万円）  ― ― 

普通株式増加数（千株） 81 2 

（うち新株引受権） （33） （2） 

（うち新株予約権） （47） （―） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

     ―――――     

  

（新株予約権方式によるストッ

クオプション）  

 303,500株 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――           大量の希望退職者の募集 

 当社は、平成19年５月10日開催の取締役会において、以

下のとおり希望退職者の募集を行うことを決議いたしま

した。 

 １．その旨及び理由 

 当社は、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を

改正する法律」(平成18年法律第115号）の成立・公布

に伴い、今後予想される一段と厳しい経営環境の変化

に対応すべく、抜本的なコスト構造改革に取り組むた

めの施策のひとつとして、希望退職者を募集すること

にいたしました。 

  

 ２．希望退職者募集の対象者、募集人員 

 （1）対象者   平成19年８月31日現在で満40歳以上

満59歳以下の正社員及び契約社員 

 （2）募集人員  200名程度（平成19年３月末現在の

社員数1,362名）  

  

３．募集期間    平成19年６月14日から平成19年７月

13日まで 

  

 ４．退職日     平成19年８月31日 

  

５．希望退職による損失の見込額 

  募集どおりの応募があった場合、特別加算金の支出

等により特別損失が33億円程度発生すると見込まれま

す。 

  

６．その他重要な特約等がある場合にはその内容 

 （1）優遇措置  特別加算金を支給 

 （2）再就職支援 希望者に対し、再就職支援会社等を

通じて再就職支援を実施 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１ 「当期末残高」欄の（ ）は内数であり、１年以内償還予定の金額であります。 

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限 

三洋信販株式会社 
第４回無担保 

ユーロ円貨建社債 

平成13年 

２月13日 
3,000 

3,000 

 (3,000)
2.30 無担保社債 

平成20年 

２月13日 

三洋信販株式会社 
第５回無担保 

ユーロ円貨建社債 

平成13年 

６月６日 
1,000 ― 1.60 無担保社債 

平成18年 

６月５日 

三洋信販株式会社 
第６回無担保 

ユーロ円貨建社債 

平成13年 

５月31日 
3,000 3,000 2.10 無担保社債 

平成20年 

５月30日 

三洋信販株式会社 
第７回無担保 

ユーロ円貨建社債 

平成13年 

５月31日 
1,000 

1,000 

 (1,000)
1.75 無担保社債 

平成19年 

５月30日 

三洋信販株式会社 
第８回無担保 

ユーロ円貨建社債 

平成13年 

５月31日 
1,000 ― 1.63 無担保社債 

平成18年 

５月30日 

三洋信販株式会社 
第９回無担保 

ユーロ円貨建社債 

平成13年 

10月17日 
1,000 ― 1.53 無担保社債 

平成18年 

10月17日 

三洋信販株式会社 第３回無担保普通社債 
平成13年 

８月８日 
20,000 ― 1.37 無担保社債 

平成18年 

８月８日 

三洋信販株式会社 第４回無担保普通社債 
平成15年 

７月30日 
10,000 

10,000 

 (10,000)
1.16 無担保社債 

平成19年 

７月30日 

三洋信販株式会社  第５回無担保普通社債 
平成16年 

９月14日 
10,000 10,000 1.92 無担保社債 

平成23年 

９月14日 

三洋信販株式会社  第６回無担保普通社債 
平成18年 

９月27日 
― 10,000 2.08 無担保社債 

平成21年 

９月25日 

ポケットカード 

株式会社 
第７回無担保普通社債 

平成16年 

３月26日 
520 

200 

 (200)
0.62 無担保社債 

平成19年 

３月26日 

ポケットカード 

株式会社 
第８回無担保普通社債 

平成16年 

７月８日 
5,000 

5,000 

 (5,000)
1.29 無担保社債 

平成19年 

７月６日 

ポケットカード 

株式会社 
第９回無担保普通社債 

平成16年 

11月10日 
5,000 5,000 1.41 無担保社債 

平成21年 

11月10日 

ポケットカード 

株式会社 
第10回無担保普通社債 

平成17年 

３月31日 
900 

700 

 (200)
0.81 無担保社債 

平成22年 

３月31日 

ポケットカード 

株式会社 
第11回無担保普通社債 

平成17年 

５月26日 
5,000 5,000 0.73 無担保社債 

平成20年 

５月26日 

ポケットカード 

株式会社 
第12回無担保普通社債 

平成17年 

11月10日 
5,000 5,000 1.35 無担保社債 

平成22年 

11月10日 

ポケットカード 

株式会社 
第13回無担保普通社債 

平成18年 

11月９日 
― 7,000 2.41 無担保社債 

平成21年 

11月９日 

合計 ― ― 71,420 
64,900 

 (19,400)
― ― ― 

１年以内（百万円） 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

19,400 8,200 22,200 5,100 10,000 



【借入金等明細表】 

 （注）１ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の

総額 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 13,350 20,523 1.61 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 67,905 78,007 1.98 ― 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 133,414 140,044 2.12 

平成20年４月５日

～ 

平成24年３月30日

その他の有利子負債 

コマーシャル・ペーパー（１年以内） 
4,000 25,400 0.96 ― 

合計 218,669 263,975  ― ― 

 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 64,579 41,203 25,642 8,618 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）              

Ⅰ 流動資産              

１ 現金及び預金     31,524     41,910  

２ 営業貸付金 
※1,2 
 4,5 

  355,441     354,075  

３ 貯蔵品     28     31  

４ 前払費用     636     678  

５ 繰延税金資産     10,541     ―  

６ 未収収益     6,302     5,055  

７ 未収入金     9,487     5,672  

８ 保証求償債権     ―     6,065  

９ その他     4,396     490  

貸倒引当金 ※10   △35,224     △72,192  

流動資産合計     383,135 91.8   341,787 91.6 

Ⅱ 固定資産              

１ 有形固定資産              

(1）建物   7,451     7,276    

減価償却累計額   4,987 2,464   5,090 2,186  

(2）構築物   2,655     2,589    

減価償却累計額   1,564 1,090   1,662 926  

(3）機械及び装置   133     133    

減価償却累計額   123 10   124 8  

(4）車両運搬具   14     13    

減価償却累計額   13 0   13 0  

(5）器具備品   1,936     1,890    

減価償却累計額   1,138 797   1,278 612  

(6）土地     2,985     2,982  

(7）建設仮勘定     4     ―  

有形固定資産合計     7,353 1.8   6,718 1.8 

２ 無形固定資産              

(1）ソフトウェア     4,267     3,415  

(2）電話加入権     132     132  

(3）その他     217     232  

無形固定資産合計     4,616 1.1   3,781 1.0 

 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

３ 投資その他の資産              

(1）投資有価証券     3,832     3,706  

(2）関係会社株式     14,783     14,783  

(3）出資金     24     17  

(4）破産更生債権等 ※４   67     81  

(5）長期前払費用     337     370  

(6）繰延税金資産     994     ―  

(7）差入保証金     2,176     1,925  

(8）その他     136     107  

貸倒引当金     △45     △59  

投資その他の資産合計     22,307 5.3   20,932 5.6 

固定資産合計     34,277 8.2   31,432 8.4 

資産合計     417,413 100.0   373,219 100.0 

               
 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）              

Ⅰ 流動負債              

１ 短期借入金     6,100     7,500  

２ 一年以内返済予定の長期
借入金 

    33,138     42,972  

３  コマーシャル・    
ペーパー 

    ―     7,000  

４ 一年以内償還予定の社債     23,000     14,000  

５ 未払金     2,021     2,056  

６ 未払費用     620     809  

７ 未払法人税等     6,342     468  

８ 預り金     4,013     3,229  

９ 前受収益     16     13  

10 賞与引当金     604     585  

11 債務保証損失引当金     3,582     4,001  

12 利息返還損失引当金     4,000     ―  

13 その他     16     5  

流動負債合計     83,457 20.0   82,642 22.2 

Ⅱ 固定負債              

１ 社債     27,000     23,000  

２ 長期借入金     79,165     81,072  

３ 繰延税金負債      ―     446  

４ 退職給付引当金     491     467  

５ 役員退職慰労引当金     485     485  

６ 利息返還損失引当金     ―     51,036  

７ その他     351     324  

固定負債合計     107,493 25.7   156,833 42.0 

負債合計     190,951 45.7   239,475 64.2 

 



   
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）              

Ⅰ 資本金 ※７   16,244 3.9   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金              

  資本準備金   34,191     ―    

資本剰余金合計     34,191 8.2   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金              

１ 利益準備金   1,919     ―    

２ 任意積立金              

  別途積立金   156,240     ―    

３ 当期未処分利益   17,210     ―    

利益剰余金合計     175,369 42.0   ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価差額金     729 0.2   ― ― 

Ⅴ 自己株式 ※８   △73 △0.0   ― ― 

資本合計     226,461 54.3   ― ― 

負債資本合計     417,413 100.0   ― ― 

               

（純資産の部）               

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     ― ―   16,268 4.3 

２ 資本剰余金               

   資本準備金   ―     34,216     

資本剰余金合計      ― ―   34,216 9.2 

３ 利益剰余金               

(1）利益準備金   ―     1,919     

(2）その他利益剰余金               

別途積立金   ―     170,240     

繰越利益剰余金   ―     △89,485     

利益剰余金合計      ― ―   82,674 22.1 

４ 自己株式     ― ―   △73 △0.0 

株主資本合計      ― ―   133,084 35.6 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券評価差
額金 

    ― ―   659 0.2 

評価・換算差額等合計      ― ―   659 0.2 

純資産合計      ― ―   133,744 35.8 

負債純資産合計      ― ―   373,219 100.0 

               



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益              

１ 営業貸付金利息     96,151     88,178  

２ 保証料収入     9,848     11,286  

３ その他の営業収益              

(1）償却債権取立益   2,599     2,150    

(2）賃貸料収入   229     223    

(3）受取手数料   232     140    

(4）その他   205 3,265   155 2,670  

営業収益合計     109,265 100.0   102,134 100.0 

Ⅱ 営業費用              

１ 金融費用              

(1）支払利息   2,333     2,634    

(2）その他   930 3,264 3.0 781 3,416 3.4 

２ その他の営業費用              

(1）広告宣伝費   6,244     4,063    

(2）貸倒引当金繰入額   30,119     67,187    

(3）貸倒損失   404     367    

(4）債務保証損失引当金
繰入額 

  3,582     4,001    

(5）利息返還損失引当金
繰入額 

  4,000     37,550    

(6）従業員給料手当   6,546     6,400    

(7）賞与引当金繰入額   604     585    

(8）退職給付費用   367     243    

(9）福利厚生費   1,483     1,487    

(10）その他人件費   1,678     1,720    

(11）賃借料   4,371     4,064    

(12）減価償却費   2,393     2,389    

(13）電算業務委託料   2,461     2,664    

(14）支払手数料   3,616     3,465    

(15）通信料   1,416     1,286    

(16）その他   7,412 76,704 70.2 7,260 144,737 141.7 

営業費用合計     79,968 73.2   148,153 145.1 

営業利益又は営業損失
（△） 

    29,297 26.8   △46,019 △45.1 

 



   
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅲ 営業外収益              

１ 受取利息   2     0    

２ 受取配当金 ※２ 710     839    

３ 割引利益   22     17    

４ その他の収益   111 847 0.8 122 979 1.0 

Ⅳ 営業外費用              

１ 新株発行費償却   11     ―    

２ 株式交付費   ―     1    

３ リース契約解約損   6     15    

４ その他の費用   10 28 0.0 3 21 0.0 

経常利益又は経常損失
（△） 

    30,116 27.6   △45,061 △44.1 

Ⅴ 特別利益              

１ 投資有価証券売却益   34     ―    

２ 企業年金基金解散益   251 286 0.2 ― ― ― 

Ⅵ 特別損失              

１ 固定資産売却損   2     ―    

２ 固定資産除却損 ※１ 403     228    

３ 減損損失 ※３ 300     3    

４ 投資有価証券売却損   10     ―    

５ 利息返還関連費用 ※４ ―     29,960    

６ 利息返還金   2,199     ―    

７ 特別退職金 ※７ ―     302    

８ リース契約解約損   17     ―    

９ その他の特別損失   5 2,939 2.7 10 30,504 29.9 

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△） 

    27,463 25.1   △75,566 △74.0 

法人税、住民税及び事
業税 

  10,455     2,368    

法人税等調整額   259 10,714 9.8 12,030 14,398 14.1 

当期純利益又は当期純
損失（△） 

    16,749 15.3   △89,964 △88.1 

前期繰越利益     1,823     ―  

中間配当額     1,362     ―  

当期未処分利益     17,210     ―  

               



③【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

利益処分計算書 

 （注）前事業年度は、平成17年12月６日に1,362百万円（１株につき36円00銭）の中間配当を行いました。 

   
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年６月24日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益     17,210 

Ⅱ 利益処分額      

１ 配当金   1,365  

２ 任意積立金      

  別途積立金   14,000 15,365 

Ⅲ 次期繰越利益     1,845 

       



株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目及び平成18年11月の取締役会決議による中間配当でありま

す。  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 

資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金

合計 
別途積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

16,244 34,191 1,919 156,240 17,210 175,369 △73 225,731 

事業年度中の変動額                

新株の発行 24 24           49 

別途積立金の積立（注）       14,000 △14,000 ―   ― 

剰余金の配当（注）         △2,730 △2,730   △2,730 

当期純損失         △89,964 △89,964   △89,964 

自己株式の取得             △0 △0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

                

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

24 24 ― 14,000 △106,695 △92,695 △0 △92,647 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

16,268 34,216 1,919 170,240 △89,485 82,674 △73 133,084 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券   
評価差額金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

729 226,461 

事業年度中の変動額    

新株の発行   49 

別途積立金の積立（注）    ― 

剰余金の配（注）   △2,730 

当期純損失   △89,964 

自己株式の取得   △0 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△70 △70 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△70 △92,717 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

659 133,744 



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

決算期末日現在の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は、全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

① 時価のあるもの 

決算期末日現在の市場価格等に基

づく時価法 

 （評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

  ② 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② 時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物 ７～50年

構築物 10～20年

機械及び装置 15年

車両運搬具 ６年

器具備品 ６～８年

 

  (2）無形固定資産 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 (1）社債発行費  

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(1）社債発行費  

同左 

  (2）新株発行費  

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(2）株式交付費  

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

５ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  ① 一般債権 

貸倒実績率法によっております。 

 

  ② 貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

財務内容評価法によっております。

 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、当

事業年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備えるため、

当事業年度末における損失発生見込

額を計上しております。 

(3）債務保証損失引当金 

同左 

  (4）利息返還損失引当金 

利息制限法上の上限金利を超過して

支払われた利息の返還による損失に

備えるため、当事業年度末における

損失発生見込額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

従来、利息制限法の上限金利を超過

して支払われた利息の返還による損

失については、返還時に損失処理し

ておりましたが、『「貸金業の規制

等に関する法律」のみなし弁済規定

の適用に係る最高裁判決を踏まえた

消費者金融会社等における監査上の

留意事項について』（平成18年３月

15日 日本公認会計士協会 審理情報

No.24号）に基づき、当事業年度より

期末における損失発生見込額を営業

費用に計上することとしました。 

この結果、従来の方法によった場合

に比べ、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益がそれぞれ4,000百万

円減少しております。 

(4）利息返還損失引当金 

利息制限法の上限金利を超過して支

払われた利息の返還による損失に備

えるため、当事業年度末における損

失発生見込額を計上しております。 

（追加情報） 

従来、『「貸金業の規制等に関する

法律」のみなし弁済規定の適用に係

る最高裁判決を踏まえた消費者金融

会社等における監査上の留意事項に

ついて』（平成18年３月15日 日本

公認会計士協会 審理情報No.24号）

に基づき、将来の利息返還相当額を

「利息返還損失引当金」として計上

しておりましたが、「消費者金融会

社等の利息返還請求による損失に係

る引当金の計上に関する監査上の取

扱い」（平成18年10月13日 日本公

認会計士協会 業種別委員会報告第

37号）が公表されたことに伴い、引

当金の見積方法を変更いたしまし

た。 

この結果、従来の方法に比較して、

営業損失及び経常損失が44,873百万

円増加、税引前当期純損失74,833百

万円増加しております。 

 なお、当事業年度の期首時点における

当該報告に基づく変更後の見積方法に

よる引当金計上額と前事業年度の見積

方法による引当金計上額との差額

29,960百万円を特別損失に計上してお

ります。 

  (5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の

額に基づき、当事業年度末において

発生していると認められる額を計上

しております。 

なお、過去勤務債務は発生時に一括

処理し、数理計算上の差異は翌事業

年度に一括処理しております。 

(5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務の

額に基づき、当事業年度末において

発生していると認められる額を計上

しております。 

なお、過去勤務債務は発生時に一括

処理し、数理計算上の差異は翌事業

年度に一括処理しております。 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  （追加情報） 

当社は退職給付制度のうち９割を基

金型確定給付企業年金制度（三洋信

販企業年金基金）、１割を確定拠出

年金制度に設定しておりましたが、

厚生労働大臣より平成18年２月28日

付で三洋信販企業年金基金の解散の

認可を受け、同日を持って解散し、

平成18年３月１日から確定拠出型年

金制度に全面移行いたしました。ま

た、この移行に伴う経過措置とし

て、平成18年３月31日現在で満50歳

以上の従業員を対象に退職一時金制

度を設定しました。当社は「退職給

付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１

号）を適用し、退職給付制度の終了

の処理を行っております。この解散

に伴う影響額251百万円を「企業年金

基金解散益」として特別利益に計上

しております。 

 

  (6）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく制度廃止時の支給

予定額を計上しております。 

なお、当制度は平成11年６月末をも

って廃止となり、「役員退職慰労引

当金」は制度適用期間中から在任し

ている役員に対する支給予定額であ

ります。 

(6）役員退職慰労引当金 

同左 

６ 収益及び費用の計上基準 営業貸付金利息 

営業貸付金利息は発生基準により計上

しております。 

なお、営業貸付金に係る未収利息につ

いては、利息制限法利率又は当社約定

利率のいずれか低い方により計上して

おります。 

営業貸付金利息 

同左 

７ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 (1）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

原則として、繰延ヘッジ処理によっ

ております。 

ただし、特例処理の要件を満たす金

利スワップについては、特例処理を

採用しております。 

(1）繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……変動金利の金融債務 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

社内規程に基づき、金利変動リスク

が資金調達コスト（支払利息）に及

ぼす影響を回避するため、ヘッジを

行なう方針であります。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップについては、すべて特

例処理を採用しているため有効性の

評価を省略しております。 

(4）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費税

等は、発生事業年度の期間費用として

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準）  ――――― 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用しております。これによ

り税引前当期純利益は300百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 

 

 ――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

   当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しております。 

   これまでの資本の部の合計に相当する金額は133,744百

万円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（損益計算書） 

 前事業年度において区分掲記しておりました営業外収

益の「受取保険配当金」、「投資事業組合運用益」は、

当事業年度において金額が僅少となったため、営業外収

益の「その他の収益」に含めて記載しております。 

 なお、当事業年度における「受取保険配当金」の金額

は12百万円、「投資事業組合運用益」の金額は2百万円で

あります。 

（貸借対照表） 

 前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表

示しておりました「保証求償債権」は金額的に重要性が

増したため、当事業年度において区分掲記することに変

更しました。 

 なお、前事業年度の「保証求償債権」は3,724百万円で

あります。 

  

 （損益計算書） 

１ 前事業年度において「新株発行費償却」として掲記

されていたものは、当事業年度から「株式交付費」

と表示しております。 

２ 前事業年度において区分掲記しておりました特別損

失の「リース契約解約損」は、当事業年度において

金額が僅少となったため、「その他の特別損失」に

含めて記載しております。 

 なお、当事業年度における「リース契約解約損」の

金額は9百万円であります。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※１ 個人向け無担保貸付金335,004百万円を含んでおり

ます。 

※１ 個人向け無担保貸付金335,197百万円を含んでおり

ます。 

※２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった資産の額 ※２ 資産の流動化に伴いオフバランスとなった資産の額

営業貸付金 70,645百万円 営業貸付金 36,345百万円 

 ３ 保証債務  ３ 保証債務 

保証業務に係る保証債務残高 

保証残高 126,002百万円 

債務保証損失引当金 3,582百万円 

差引保証債務 122,419百万円 

保証業務に係る保証債務残高 

保証残高 133,023百万円 

債務保証損失引当金 4,001百万円 

差引保証債務 129,021百万円 

※４ 不良債権の状況 ※４ 不良債権の状況 

資産の流動化に伴うオフバランス前の営業貸付金

426,087百万円に対する不良債権の状況を開示して

おります。 

資産の流動化に伴うオフバランス前の営業貸付金

390,420百万円に対する不良債権の状況を開示して

おります。 

区分 金額（百万円） 

破綻先債権 22 

延滞債権 626 

３ヵ月以上延滞債権 9,948 

貸出条件緩和債権 30,626 

合計 41,223 

区分 金額（百万円） 

破綻先債権 22 

延滞債権 14,333 

３ヵ月以上延滞債権 11,398 

貸出条件緩和債権 31,564 

合計 57,318 

（注）１ 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延

が相当期間継続していることその他の事由に

より元本又は利息の取り立て又は弁済の見込

みがないものとして、未収利息を計上しなか

った貸付金（以下、「未収利息不計上貸付

金」）のうち、破産債権、更生債権その他こ

れらに準ずる債権であります。 

（注）１        同左 

２ 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金のうち、

破綻先債権に該当しないものであります。 

２        同左 

３ ３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支

払が、約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延

している貸付金で、破綻先債権及び延滞債権

に該当しないものであります。 

３        同左 

４ 貸出条件緩和債権とは、当該債権の回収を促

進することなどを目的に、利息の支払猶予

等、債務者に有利となる取決めを行った貸付

金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上

延滞債権に該当しないものであります。 

４        同左 

 



前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

※５ 営業貸付金の貸出コミットメントライン契約 ※５ 営業貸付金の貸出コミットメントライン契約 

営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビング方

式による契約（極度借入基本契約）であります。 

同契約は一定の利用限度枠を決めておき、契約上

規定された条項に違反がない限り、その範囲で繰

返し融資を行う契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高は、当事業年度末に

おいて148,438百万円（当事業年度末に残高のない

顧客の融資未実行残高104,255百万円を含む）であ

ります。 

営業貸付金の契約形態は、主としてリボルビング方

式による契約（極度借入基本契約）であります。 

同契約は一定の利用限度枠を決めておき、契約上

規定された条項に違反がない限り、その範囲で繰

返し融資を行う契約であります。 

同契約に係る融資未実行残高は、当事業年度末に

おいて143,687百万円（当事業年度末に残高のない

顧客の融資未実行残高108,031百万円を含む）であ

ります。 

なお、同契約は融資実行されずに終了するものも

あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるも

のではありません。また、同契約には、顧客の信

用状況の変化、その他相当の事由があるときは、

利用限度枠の範囲内であっても、当社が融資の拒

絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条

項がつけられており、そのために契約後も継続的

な与信保全上の措置等を講じております。 

なお、同契約は融資実行されずに終了するものも

あるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当

社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるも

のではありません。また、同契約には、顧客の信

用状況の変化、その他相当の事由があるときは、

利用限度枠の範囲内であっても、当社が融資の拒

絶又は利用限度枠を減額することができる旨の条

項がつけられており、そのために契約後も継続的

な与信保全上の措置等を講じております。 

 ６ 当社は、当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約を締結しております。これらの契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 

5,500百万円 

借入実行残高 2,100百万円 

差引額 3,400百万円 

 ６ 当社は、当座貸越契約を締結しております。この

契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

当座貸越極度額 5,500百万円 

借入実行残高 3,500百万円 

差引額 2,000百万円 

※７ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 ※７         ―――――           

授権株式数  

普通株式 84,335,500株 

 

定款の定めにより株式の消却が行われた場合に

は、会社が発行する株式について、これに相当す

る株式数を減ずることとなっております。 

 

発行済株式総数  

普通株式 37,939,444株 

 

※８ 自己株式の保有数 ※８         ―――――           

普通株式 15,055株  

 ９ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は729百万円

であります。 

 ９         ―――――           

※10         ―――――           

  

※10 貸倒引当金のうち44,571百万円は営業貸付金に優

先的に充当されると見込まれる利息返還見積額で

あります。             



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 固定資産除却損の内容 ※１ 固定資産除却損の内容 

建物 244百万円 

構築物 139百万円 

器具備品 19百万円 

長期前払費用 0百万円 

合計 403百万円 

建物 125百万円 

構築物 48百万円 

車両運搬具 0百万円 

器具備品 14百万円 

ソフトウェア 1百万円 

無形固定資産（その他）  37百万円 

長期前払費用 0百万円 

合計 228百万円 

※２ 関係会社との取引 ※２ 関係会社との取引 

受取配当金 681百万円 受取配当金 808百万円 

※３ 減損損失 ※３ 減損損失 

当社は、当事業年度において次のとおり減損損失

を計上しております。 

当社は、当事業年度において次のとおり減損損失

を計上しております。 

(1)減損損失を認識した資産 (1)減損損失を認識した資産 

場所 用途 種類 

 福岡県  賃貸資産 計３件   土地等  

 大分県  賃貸資産  土地等  

 鹿児島県  賃貸資産  土地等  

場所 用途 種類 

 福岡県  遊休資産  土地 

(2)資産をグルーピングした方法 (2)資産をグルーピングした方法 

当社は、管理会計上の区分（事業）を基礎として

グルーピングを行っております。但し、消費者金

融事業については管理会計上の区分である一定の

地域等を基礎とした地区、賃貸用不動産について

は各資産をグルーピングの最小単位としておりま

す。 

同左 

(3)減損損失の認識に至った経緯 (3)減損損失の認識に至った経緯 

一部の賃貸用不動産において、稼働率の低下及び

時価の著しい下落が確認されたため減損損失を認

識しております。 

遊休不動産の一部において、時価の著しい下落が

確認されたため減損損失を認識しております。 

(4)減損損失の金額 (4)減損損失の金額 

建物 3百万円 

構築物 0百万円 

土地 296百万円 

合計 300百万円 

土地 3百万円 

(5)回収可能価額の算定方法 (5)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、路線価等に基づいて評価しております。 

同左 

※４         ―――――           ※４ 利息返還関連費用の内訳            

利息返還損失引当金繰入額 20,800百万円 

貸倒引当金繰入額  9,159百万円 

 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ５ 金融収益を営業収益、営業外収益に区分する基準  ５ 金融収益を営業収益、営業外収益に区分する基準 

金融収益は原則として営業収益に含めております

が、投資有価証券に係る受取利息、受取配当金等

は営業外収益に計上しております。 

同左 

 ６ 金融費用を営業費用、営業外費用に区分する基準  ６ 金融費用を営業費用、営業外費用に区分する基準 

金融費用は原則として営業費用に含めております

が、固定資産取得目的の借入金等、資金コストが

明らかに営業収益と対応していない場合の支払利

息等は営業外費用に計上しております。 

同左 

※７         ―――――           ※７ 当事業年度に実施した店舗統廃合に伴い、退職を

希望した従業員に対して支給した割増退職金302

百万円を「特別退職金」として特別損失に計上し

ております。             

 
前事業年度末  
株式数（千株） 

当事業年度増加 
株式数（千株） 

当事業年度減少  
株式数（千株） 

当事業年度末  
  株式数（千株） 

普通株式 （注） 15 0 ― 15 

合計 15 0 ― 15 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（百万円） 

 
減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

 
期末残高相
当額 
（百万円）

建物 544   330   214 

器具備品 5,534   3,295   2,239 

ソフトウェア 29   9   20 

合計 6,108   3,635   2,473 

 
取得価額相
当額 
（百万円）

 
減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

 
期末残高相
当額 
（百万円）

建物 530   255   274 

器具備品 3,875   2,057   1,818 

ソフトウェア 38   18   19 

合計 4,444   2,332   2,112 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,101百万円 

１年超 1,412百万円 

合計 2,513百万円 

１年以内 719百万円 

１年超 1,422百万円 

合計 2,141百万円 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 1,529百万円 

減価償却費相当額 1,448百万円 

支払利息相当額 52百万円 

支払リース料 1,266百万円 

減価償却費相当額 1,206百万円 

支払利息相当額 49百万円 

(4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

・利息相当額の算定方法 ・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

１年以内 75百万円 

１年超 23百万円 

合計 98百万円 

１年以内 110百万円 

１年超 54百万円 

合計 165百万円 

 （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 （減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 

子会社株式で時価のあるもの 

  （注） 時価（時価相当額を含む）の算定方法 

 上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 

当事業年度（平成19年３月31日現在） 

子会社株式で時価のあるもの 

  （注） 時価（時価相当額を含む）の算定方法 

 上場有価証券……東京証券取引所の最終価格によっております。 

区分 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 10,031 37,875 27,843 

合計 10,031 37,875 27,843 

区分 
貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 10,031 20,229 10,198 

合計 10,031 20,229 10,198 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）  

(1）繰延税金資産（流動）  

貸倒損失の自己否認額 3,875百万円

貸倒引当金の繰入限度超過額 2,774百万円

債務保証損失引当金の繰入否 

認額 
1,616百万円

利息返還損失引当金の繰入否 

認額 
1,447百万円

事業税 485百万円

その他 342百万円

繰延税金資産（流動）合計 10,541百万円

   

(2）繰延税金資産（固定）  

子会社株式評価損否認額 18,961百万円

土地評価損計上否認額 675百万円

退職給付引当金の繰入否認額 198百万円

役員退職慰労引当金の繰入否 

認額 
196百万円

その他 418百万円

繰延税金資産（固定）小計 20,450百万円

評価性引当額 △18,961百万円

繰延税金資産（固定）合計 1,488百万円

繰延税金資産の総合計 12,030百万円

     

（繰延税金負債）    

繰延税金負債（固定）    

その他有価証券評価差額金 494百万円

繰延税金負債の総合計 494百万円

繰延税金資産（又は負債）の 

純額 
11,535百万円

（繰延税金資産）  

(1）繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金の繰入限度超過額 16,510百万円

貸倒損失の自己否認額 4,472百万円

債務保証損失引当金の繰入否  

認額 
1,616百万円

その他 476百万円

繰延税金資産（流動）小計 23,077百万円

評価性引当額 △23,077百万円

繰延税金資産（流動）合計 ―百万円

   
   

(2）繰延税金資産（固定）  

利息返還損失引当金の繰入否 

 認額 
20,618百万円

子会社株式評価損否認額 18,961百万円

土地評価損計上否認額 675百万円

その他 759百万円

繰延税金資産（固定）小計 41,015百万円

評価性引当額 △41,015百万円

繰延税金資産（固定）合計 ―百万円

繰延税金資産の総合計 ―百万円

     
     

（繰延税金負債）    

繰延税金負債（固定）    

その他有価証券評価差額金 446百万円

繰延税金負債の総合計 446百万円

繰延税金資産（又は負債）の 

純額 
446百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略しております。 

法定実効税率 △40.4 ％ 

 （調整）    

 評価性引当額の増減額 59.7 ％ 

益金不算入の受取配当金 △0.4 ％ 

その他  0.2 ％ 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率  
19.1 ％ 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額      5,971円40銭

１株当たり当期純利益       442円37銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 441円42銭  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額      3,525円70銭

１株当たり当期純損失    2,371円72銭

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失

（△） 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）       16,749             △89,964 

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に係る当

期純損失（△）（百万円） 
      16,749             △89,964 

期中平均株式数（千株）       37,862             37,932 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

当期純利益調整額（百万円） ―  ― 

普通株式増加数（千株）  81 2  

（うち新株引受権） （33） （2）  

（うち新株予約権） （47） （―）  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要 

     ―――――     （新株予約権方式によるストッ

クオプション）  

303,500株 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――           大量の希望退職者の募集 

 当社は、平成19年５月10日開催の取締役会において、以

下のとおり希望退職者の募集を行うことを決議いたしま

した。 

 １．その旨及び理由 

 当社は、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を

改正する法律」(平成18年法律第115号）の成立・公布

に伴い、今後予想される一段と厳しい経営環境の変化

に対応すべく、抜本的なコスト構造改革に取り組むた

めの施策のひとつとして、希望退職者を募集すること

にいたしました。 

  

 ２．希望退職者募集の対象者、募集人員 

 （1）対象者    平成19年８月31日現在で満40歳以上

満59歳以下の正社員及び契約社員 

 （2）募集人員  200名程度（平成19年３月末現在の

社員数1,362名）  

  

３．募集期間    平成19年６月14日から平成19年７月

13日まで 

  

 ４．退職日     平成19年８月31日 

  

５．希望退職による損失の見込額 

  募集どおりの応募があった場合、特別加算金の支出

等により特別損失が33億円程度発生すると見込まれま

す。 

  

６．その他重要な特約等がある場合にはその内容 

 （1）優遇措置  特別加算金を支給 

 （2）再就職支援 希望者に対し、再就職支援会社等を

通じて再就職支援を実施 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

【有形固定資産等明細表】 

（注）「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

投資有価証券 
その他有

価証券 

株式会社福岡銀行 2,449,925 2,329 

三井生命保険株式会社 10,017 500 

大和生命保険株式会社 10,016 500 

その他（22銘柄） 721,458 361 

計 3,191,416 3,693 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 

（百万円） 

投資有価証券 
その他有

価証券 

（投資事業組合） 

 投資事業組合への出資 

  

1 

  

12 

計 1 12 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（百万円） 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高 
（百万円） 

有形固定資産              

建物 7,451 162 337 7,276 5,090 360 2,186 

構築物 2,655 22 88 2,589 1,662 155 926 

機械及び装置 133 ― ― 133 124 1 8 

車両運搬具 14 ― 0 13 13 0 0 

器具備品 1,936 39 85 1,890 1,278 214 612 

土地 2,985 ― 
3 

(3)
2,982 ― ― 2,982 

建設仮勘定 4 48 52 ― ― ― ― 

有形固定資産計 15,181 272 
567 

(3)
14,886 8,168 732 6,718 

無形固定資産              

ソフトウェア 8,022 801 1 8,822 5,406 1,651 3,415 

電話加入権 132 ― ― 132 ― ― 132 

その他 245 791 770 266 33 5 232 

無形固定資産計 8,400 1,592 771 9,221 5,439 1,656 3,781 

長期前払費用 551 158 2 707 337 124 370 

繰延資産 ― ― ― ― ― ― ― 

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ― 



【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金及び利息返還損失引当金の当期増加額のうち9,159百万円及び20,800百万円は、当事業年度中に見積方

法を変更したことによる追加繰入額（特別損失の利息返還関連費用）であります。 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 35,269 76,346 39,363 ― 72,252 

賞与引当金 604 585 604 ― 585 

債務保証損失引当金 3,582 4,001 3,582 ― 4,001 

利息返還損失引当金 4,000 58,350 11,314 ― 51,036 

役員退職慰労引当金 485 ― ― ― 485 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

 平成19年３月31日現在における主な資産、負債は次のとおりであります。 

① 資産の部 

(a）現金及び預金 

(b）営業貸付金 

 （注）１ 回収率及び回転率の計算方法は次のとおりであります。 

２ 「期中回収額」及び「貸倒償却額」については、破産更生債権等に係るものは含まれておりません。 

３ 「期首残高」については、資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金70,645百万円が含まれてお

ります。 

４ 「期末残高」については、資産の流動化に伴いオフバランスとなった営業貸付金36,345百万円が含まれてお

ります。 

(c）貯蔵品 

区分 金額（百万円） 

現金 6,122 

預金の種類  

当座預金 55 

普通預金 35,732 

定期預金 ― 

小計 35,788 

合計 41,910 

期首残高 
（百万円） 

(A) 

期中貸付額 
（百万円） 

(B) 

期中回収額 
（百万円） 

(C) 

貸倒償却額 
（百万円） 

他勘定振替額
（百万円） 

期末残高 
（百万円） 

(D) 

回収率 
（％） 

回転率 
（回） 

426,087 161,076 157,405 39,338 ― 390,420 26.8 0.40 

 
回収率 ＝ 

(C) 
× 100

 
回転率 ＝ 

(B)  

  (A)＋(B)   (A)＋(D)  

                  ２  

区分 金額（百万円） 

在庫カード 1 

収入印紙 2 

その他 27 

合計 31 



② 負債の部 

(a）社債 

 （注） 「当期末残高」欄の（ ）は内数であり、１年以内償還予定の金額であります。 

銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限 

第４回無担保 

ユーロ円貨建社債 
平成13年２月13日 3,000 

3,000 

 (3,000)
2.30 無担保社債 平成20年２月13日 

第５回無担保 

ユーロ円貨建社債 
平成13年６月６日 1,000 ― 1.60 無担保社債 平成18年６月５日 

第６回無担保 

ユーロ円貨建社債 
平成13年５月31日 3,000 3,000 2.10 無担保社債 平成20年５月30日 

第７回無担保 

ユーロ円貨建社債 
平成13年５月31日 1,000 

1,000 

 (1,000)
1.75 無担保社債 平成19年５月30日 

第８回無担保 

ユーロ円貨建社債 
平成13年５月31日 1,000 ― 1.63 無担保社債 平成18年５月30日 

第９回無担保 

ユーロ円貨建社債 
平成13年10月17日 1,000 ― 1.53 無担保社債 平成18年10月17日 

第３回無担保普通社債 平成13年８月８日 20,000 ― 1.37 無担保社債 平成18年８月８日 

第４回無担保普通社債 平成15年７月30日 10,000 
10,000 

 (10,000)
1.16 無担保社債 平成19年７月30日 

第５回無担保普通社債 平成16年９月14日 10,000 10,000 1.92 無担保社債 平成23年９月14日 

第６回無担保普通社債 平成18年９月27日 ― 10,000 2.08 無担保社債 平成21年９月25日 

合計 ― 50,000 
37,000 

 (14,000)
― ― ― 



(b）長期借入金 

 （注） 金額の（ ）は内数であり、貸借対照表日の翌日から起算して１年以内の返済の予定であるため、貸借対照表

では流動負債に表示しております。 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

借入先 金額（百万円） 

株式会社福岡銀行 
23,090 

(5,550) 

株式会社三井住友銀行 
17,673 

(4,433) 

金銭消費貸借契約書 
（株式会社三井住友銀行幹事他９社） 

9,000 

(2,000) 

株式会社あおぞら銀行 
8,780 

(4,540) 

金銭消費貸借契約書 
（株式会社福岡銀行／株式会社三井住友銀行幹事他５社） 

8,750 

(2,500) 

株式会社西日本シティ銀行 
8,457 

(3,714) 

株式会社新生銀行 
5,264 

(1,248) 

シンジケートローン 
（株式会社三井住友銀行幹事他９社） 

3,750 

(2,500) 

明治安田生命保険相互会社 
3,355 

(3,355) 

株式会社肥後銀行 
2,687 

(861) 

その他35社 
33,238 

(12,271) 

合計 
124,045 

(42,972) 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 ４月１日から３月31日まで 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 10株券、100株券、1,000株券、10,000株券 

剰余金の配当の基準日 
９月30日 

３月31日 

１単元の株式数 10株 

株式の名義書換え  

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 株券１枚につき50円に印紙税相当額を加算した額 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 住友信託銀行株式会社 

取次所 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得な

い事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本

経済新聞に掲載して行う。 

公告掲載URL 

http：//www.sanyo-shinpan.co.jp 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

   当社は、証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

   当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 
有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第43期） 

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

平成18年６月26日 

関東財務局長に提出。 

(2) 訂正発行登録書 （普通社債） 
  

  

平成18年６月26日 

関東財務局長に提出。 

(3) 
発行登録追補書類 

及びその添付書類 
（普通社債） 

  

  

平成18年９月21日 

福岡財務支局長に提出。 

(4) 半期報告書 （第44期中） 
自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日 

平成18年12月12日 

関東財務局長に提出。 

(5) 訂正発行登録書 （普通社債） 
  

  

平成18年12月12日 

関東財務局長に提出。 

(6) 
発行登録追補書類 

及びその添付書類 
（普通社債） 

  

  

平成19年５月22日 

福岡財務支局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

      平成18年６月24日 

三洋信販株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松野 雄一郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 森谷 和正   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三洋信

販株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三洋

信販株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に

係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

      平成19年６月28日 

三洋信販株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松野 雄一郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 森谷 和正   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三洋信

販株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三洋

信販株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年５月10日開催の取締役会において希望退職者の募集を決議

している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

      平成18年６月24日 

三洋信販株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松野 雄一郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 森谷 和正   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三洋信

販株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三洋信販

株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなった

ため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

      平成19年６月28日 

三洋信販株式会社      

  取締役会 御中  

  監査法人トーマツ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 松野 雄一郎  印 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 森谷 和正   印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三洋信

販株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第44期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三洋信販

株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年５月10日開催の取締役会において希望退職者の募集を決議

している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第２条第２項の業務を継続的に行ってい

る。 

以 上 

 ※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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